
京都市告示第   号 

京都市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例及び京都市職員の公正な職務の

執行の確保に関する条例に基づき，人事行政の運営等の状況，本市職員の公正な職務の

執行の確保に関する状況等の人事行政に関する状況を網羅的に取りまとめた「京都市人

事行政白書」を公表します。 

平成２１年９月３０日   

京都市長 門川 大作   
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京都市人事行政白書 

 

 

○ 京都市人事行政の運営等の状況（職員の任用や給与，

勤務条件，服務等） 

○ 京都市職員の倫理の保持に関する状況 

○ 京都市職員の公正な職務の執行の確保に関する状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 成 ２ １ 年 ９ 月 

京 都 市 



は じ め に 

 

 

本市では，人事行政の透明性をより高め，その公正性の一層の確

保を図るため，平成１７年４月に施行した「京都市人事行政の運営

等の状況の公表に関する条例」に基づき，毎年，冊子「京都市人事

行政の運営等の状況について」を発行し，京都市における職員の任

用や給与，勤務条件，服務などの状況を広く市民の皆様にお知らせ

してきました。 

 

また，職員の倫理観の高揚を図り，公務に対する市民の信頼を確

保することを目的として平成１２年４月に施行した「京都市職員の

倫理の保持に関する条例」（以下「倫理条例」といいます。）に基づ

き，毎年，市会に対し，職員の職務に係る倫理の保持に関する状況

及び職員の職務に係る倫理の保持に関して講じた施策について報

告することとしています。 

 

さらに，職員の公正な職務の執行を確保することを目的として平

成１９年１０月に施行した「京都市職員の公正な職務の執行の確保

に関する条例」（以下「公正職務執行条例」といいます。）では，市

長は，毎年，職員が受けた要望等の件数及びその概要並びに不正な

要望等に対して講じた措置等について，市会に報告するとともに，

公表することとしています。 

 

この報告書は，従来の「京都市人事行政の運営等の状況について」

の内容に倫理条例及び公正職務執行条例に基づく報告の内容を加

えることで，本市の人事行政に関する状況を網羅的に取りまとめ，

市会に報告するとともに，市民の皆様に分かりやすくお知らせする

ものです。 
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第Ⅰ部 

人事行政の運営の状況 
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第 1章 職員の任免及び職員数に関する状況 

「地方公務員法」では，職員に欠員が生じた場合，採用，昇任などの方法により職

員を任命することができるとされています。 

なお，職員の採用や昇任などは，受験成績や勤務成績などの能力の実証に基づいて

行うものとされています。 

 

１ 職員の採用の状況 

採用とは，現在職員でない者を職員に任命することをいいます。 

平成２０年度における職員の採用状況は，次のとおりです。 

（単位：人） 

区 分 事務職 技術職 
免許・ 

資格職等 

技能・ 

労務職 
消防職 教育職 合計 

市長部局等 ９７ ４５ １４５ ０ ０ ９ ２９６

消 防 局 ０ ０ ０ ０ ９１ ０ ９１

交 通 局 ０ ０ ６ １３２ ０ ０ １３８

上下水道局 １８ ３４ ０ ０ ０ ０ ５２

教育委員会 ９ ０ ０ ０ ０ ２７７ ２８６

合計 １２４ ７９ １５１ １３２ ９１ ２８６ ８６３

（注）１ 市長部局等とは，環境政策局や行財政局などの市長が所管する事務部局，市会事務局や

行政委員会（監査委員，選挙管理委員会，人事委員会，農業委員会）の事務局をいいます。 

２ 技術職とは，土木，建築，電気，機械などの技術的な業務に従事する職員をいいます。 
３ 免許・資格職等とは，医師，看護師，薬剤師などの免許・資格を必要とする職員をいい

ます。 
     ４ 技能・労務職とは，機器の運転操作，ごみの収集，庁舎の監視などの業務に従事する職

員をいいます。 

交通局における技能・労務職は，若年嘱託員制度に基づき，非常勤嘱託員として５年間

任用した者を対象に，改めて選考試験を実施したうえ，正職員に採用したものです。 
     ５ 消防職とは，消防署等で，消火・救助活動などに従事する職員をいいます。 

     ６ 教育職とは，幼稚園，小学校，中学校，高等学校，総合支援学校などで教育に携わる職

員をいいます。 
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２ 職員の昇任・降任の状況 

昇任とは，職員を現在の職よりも上位の職に任命することをいい，降任とは，職員を

現在の職よりも下位の職に任命することをいいます。 

平成２０年度における職員の昇任・降任の状況は，次のとおりです。 

（単位：人） 

昇   任 
区分 

係長級 課長補佐級 課長級 部長級 局長級 
降任 

市長部局等 １３７ ７５ ７３ ３１ １３ ３１

消 防 局 ２６ ３１ １７ ４ ０ ０

交 通 局 １４ ８ ７ １ １ ０

上下水道局 ２６ １５ １５ ２ １ ２

教育委員会 １３ ７ ４ ３ １ ０

合 計 ２１６ １３６ １１６ ４１ １６ ３３

 

３ 職員の退職の状況 

平成２０年度における職員の退職の状況は，次のとおりです。 

（単位：人） 

区 分 定年退職 
勧奨・特例

退職 

自己都合 

退職 
その他 合計 

（参考） 

１９年度 

市長部局等 ２６３ １４７ １０４ １９ ５３３ ３９９

消 防 局 ７３ １５ ６ ７ １０１ ７６

交 通 局 １３５ ５ ５ ２ １４７ １２４

上下水道局 ５８ ７ ３ ７ ７５ ８６

教育委員会 １９９ １４８ ７２ １３ ４３２ ４３２

合 計 ７２８ ３２２ １９０ ４８ １，２８８ １，１１７

（注）１ 「その他」は，死亡退職，分限免職，懲戒免職などです。          

２ 特例退職とは，５０歳（医師等の場合５５歳）以上，定年退職（６０歳，医師等の場合

は６５歳）前に早期退職したもので，市長が特に適当と認めるものをいいます。 
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４ 職員数の状況 

  実人員数 

各年度４月１日現在の職員数の状況は，下の表のとおりです。 

 

（単位：人） 

職員数 
区  分 

２０年度 ２１年度 

対前年度増減数

（△：減） 

市 長 部 局 等
９，３２２ 

（５１）

９，１１３ 

（５７）

△２０９ 

（６）

消 防 局
１，９０１ 

（４）

１，８９１ 

（０）

△１０ 

（△４）

交 通 局
１，３３０ 

（０）

１，２９０ 

（０）

△４０ 

（ ０）

上 下 水 道 局
１，５２２ 

（２０）

１，４８５ 

（２３）

△３７ 

（３）

教 育 委 員 会
１，８２２ 

（３４）

１，７４７ 

（４５）

△７５ 

（１１）

合  計 
１５，８９７ 

（１０９）

１５，５２６ 

（１２５）

△３７１ 

（１６）

  （注）１ 職員数は，府費負担教職員（京都府が給与費を負担している教職員），臨時及び非常勤

職員を除いた一般職の数です。      

２ （ ）内は，再任用職員（本市退職職員のうち，在職中の知識や経験を活用し，一般職

の地方公務員として職務に従事する者）で，外数です。 

３ 消防局の職員数からは，初任教育中の消防職員を除いています。 
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  職員数の適正化計画及び進ちょく状況 

ア 「京都市「集中改革プラン」について」における計画の進捗状況 

    平成１８年２月に策定した「京都市「集中改革プラン」について」では，平成１

７年度から２２年度当初までの間に，全任命権者（市長部局等，消防局，交通局，

上下水道局及び教育委員会）を対象に，４．６％（７７２人に相当）以上の減員の

達成に向けて取り組んできました。この結果，同プランの目標である４．６％以上

の減員については，平成２０年度当初に２年前倒して達成しました。平成２１年度

当初における合計削減数は１，２３３人，削減率は７．３％となっています。 

  

（進捗状況） 

年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 合計 削減率

減員数（人） 363 344 208 318 － 1,233 7.3％ 

 （注）１ 減員数は，各年度４月１日現在の職員数と前年度４月１日現在の職員数を比較した数

です（再任用短時間勤務職員を含む。）。 

    ２ 消防局の職員数からは，初任教育中の消防職員，交通局及び上下水道局の職員からは，

派遣職員を除いています。 

 

  イ 「京都未来まちづくりプラン 行財政改革・創造プラン」における職員数適正化

計画の進捗状況 

    平成２１年１月に策定した「京都未来まちづくりプラン 行財政改革・創造プラ

ン」では，本市が厳しい財政状況であることを踏まえ，財源の確保と京都の未来に

責任を持つ歳出構造へと転換するため，徹底して効率的で効果的な行政運営を図り，

人件費の大幅な削減を目指しています。具体的な目標として，事務事業の徹底した

見直しなどより，「平成２３年度当初までの４年間で全任命権の職員数を１，３００

人削減」することを掲げており，平成２１年度当初における合計削減数は６２７人

となっています。 

 

（進捗状況） 

年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 合計 

減員数（人） 256 371 ‐ ‐ 627 

 （注）１ 減員数は，各年度４月１日現在の職員数と前年度４月１日現在の職員数を比較した数

です（再任用職員は除く）。 

    ２ 消防局の職員数からは，初任教育中の消防職員を除いています。 
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  定員管理調査における部門別職員数の状況と主な増減理由 

   定員管理調査とは，地方公共団体の職員数の実態を把握するため，当該年度の４月

１日を基準日として，総務省が毎年行っている調査です。 

   なお，職員数の調査手法が異なるため，３ページ「 実人員数」とは，必ずしも一

致しません。 

 

（注）１ 職員数は，一般職に属する職員数 

    ２ [  ]内は，条例定数の合計 

 

 

 

 

職員数（人）   区 分  

部 門 平成 20 年 平成 21 年

対前年 

増減数 
主な増減理由 

議 会 32 32 0

総 務 1,495 1,418 △77

税 務 704 681 △23

労 働 3 3 0

農林水産 103 100 △3

商 工 183 177 △6

土 木 1,334 1,316 △18

民 生 1,966 1,962 △4

衛 生 2,119 2,015 △104

（増） 

 保健福祉及び景観政策の推進などに伴う

増員 

 

（減） 

 技能・労務職の採用凍結，業務執行体制

の見直しなどに伴う減員 

一 

般 

行 

政 

部 

門 

計 7,939 7,704 △235 <参考>人口 1万人当たり職員数 55.55 人 

 

教 育 部 門 2,132 2,065 △67

消 防 部 門 1,952 1,935 △17

（減） 

技能・労務職の採用凍結，業務執行体制

の見直しなどに伴う減員 

普 

通 

会 

計 

部 

門 

小 計  12,023 11,704 △319 <参考>人口 1万人当たり職員数84.39 人 

 

病 院 706 727 21

水 道 883 854 △29

交 通 1,322 1,287 △35

下 水 道 639 631 △8

そ の 他 375 379 4

会 

計 

部 

門 

公 

営 

企 

業 

等 

小 計 3,925 3,878 △47

（増） 

 地方独立行政法人化検討に向けた取組に

伴う増員 

（減） 

 民間委託や業務執行体制の見直しなどに

伴う減員 

合 計 15,948 

[16,846] 

15,582

[16,535]

△366

[△311]

<参考>人口 1万人当たり職員数 112.35 人 
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  年齢別職員構成の状況（平成２１年４月 1 日現在） 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

２０歳
未満

２０
～２３

２４
～２７

２８
～３１

３２
～３５

３６
～３９

４０
～４３

４４
～４７

４８
～５１

５２
～５５

５６
～５９

６０歳
以上

％
構成比

 

 

 

 

  平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標  

   「  職員数の適正化計画及び進ちょく状況」で述べた「京都市「集中改革プラン」

について」に掲げる目標（平成１７年度から２２年度当初までの間に４．６％（７７

２人に相当）以上の減員）について，定員管理調査ベースでは，平成１７年度から平

成２１年度までに１，２１１人の減員を行っておりますが，前述のとおり，「京都未来

まちづくりプラン 行財政改革・創造プラン」に基づき更なる職員数の適正化を進め

ます。 

   

（進ちょく状況） 

年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 合計 削減率

減員数（人） 292 334 219 366 － 1,211 7.2％ 

 

（数値目標） 

平成 17年 4月 1日 

職員数（人） 

平成 22 年 4 月 1 日 

目標職員数（人） 

削減目標数

（人） 

目標削減率 

（％） 

16,793 16,021 772 4.6

 
 

区分 
20 歳 

未満 

20～

23 歳 

24～

27 歳 

28～ 

31 歳 

32～ 

35 歳

36～ 

39 歳

40～ 

43 歳

44～ 

47 歳

48～ 

51 歳

52～ 

55 歳

56～ 

59 歳

60 歳

以上 
計 

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
職員数 

30 419 1,029 1,167 1,640 1,695 1,592 1,824 1,921 2,111 2,060 94 15,582
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５ 職員の再就職の状況 

職員の再就職における透明性の向上等に資することを目的に，「京都市退職職員の再就

職に関する取扱要綱」を平成１８年３月３１日から施行し，課長級以上の職にある職員

が営利企業に再就職したときは，退職後３年間は，退職前５年間に担当していた業務に

関連する営業活動に従事しないことや，再就職の状況の公表等について必要な事項を定

めています。 

課長級以上の職で退職した職員の再就職の状況は，次のとおりです。 

 

         （単位：人） 

うち再就職者数 
区 分 退職者数 

市嘱託員 外郭団体 非営利団体 民間企業 
合計 

市長部局等 ９６ ２２ １９ １８ １ ６０

消 防 局 ２６ １ ２ ９ ５ １７

交 通 局 ７ ２ ２ ３ ０ ７

上下水道局 １４ ５ ０ ４ ２ １１

教育委員会 ７７ ４５ １ １４ １ ６１

合 計 ２０２ ７５ ２４ ４８ ９ １５６

（注）上記は，平成２０年８月から平成２１年７月末までの期間における課長級以上の退職者数 

及び再就職者数 
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第２章 職員の給与の状況 

本市職員の給与は，国と他の地方公共団体の職員の給与や民間の給与，生計費など

を考慮して，市会の議決を経て定められています。また，市長をはじめとする特別職

の報酬などは，学識経験者等で構成される審議会の答申をもとに，同じく市会の議決

を経て定められています。 

１ 人件費等の状況 

  人件費の状況 

人件費とは，職員への給料や各種手当をはじめ，市長や市会議員などの特別職に支

給された給料，報酬等に要した経費のことをいいます。 

人件費の平成２０年度決算見込みは，次のとおりです。 

 

ア 市長部局等（消防局及び教育委員会を含む。）の状況（普通会計） 

住民基本 

台帳人口 

（20 年度末）

歳出額（Ａ） 実質収支 人件費（Ｂ）
人件費率 

（Ｂ／Ａ）

19 年度の

人件費率 

人

1,386,899 

千円

734,219,808 

千円

-3,115,931 

千円

131,948,179 

％

18.0 

％

19.4 

（注）１ 普通会計とは，地方公共団体間の財政規模やその状況などが相互に比較できるよう，統一

的な基準で整理された会計区分で，一般会計（ごみ収集や福祉事業，教育に係る費用など，

京都市の基本的な業務を行うための経費等で構成された会計区分）とは異なります。 

   ２ 実質収支とは，当該年度の歳入決算額から歳出決算額を差し引いた額から，翌年度に繰り

越した支払いや未納金など，本来はその年度に計上されるべき支出や収入も差し引いた実質

的な収支の差額です。 

 

イ 公営企業の状況  

区    分
収益的支出

（Ａ） 
純損益 

人件費 

（Ｂ） 

人件費率

（Ｂ／Ａ）

19 年度の

人件費率

自動車運送

事 業

千円

21,647,747

千円

546,415

千円

9,615,848

％

44.4

％

44.7

交

通

局 

高 速 鉄 道

事 業

千円

40,416,941

千円

△14,420,229

千円

6,029,303

％

14.9

％

14.9

水 道 事 業
千円

29,805,319

千円

261,679

千円

7,893,380

％

26.5

％

27.4

上

下

水

道

局 

公共下水道

事 業

千円

46,317,979

千円

28,344

千円

5,164,635

％

11.2

％

10.9

（注）１ 収益的支出とは，企業の経営活動に伴い発生するすべての費用のことをいいます。 

   ２ 純損益とは，企業の経営活動の結果として得た収入から，その収入を得るためにかかる費用

を差し引いたものをいいます。 
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  職員給与費の状況 

   給与とは，給料や扶養手当，民間企業のボーナスに相当する期末・勤勉手当など各

種手当の総額から退職手当を除いたものです。 

   平成２０年度決算見込みにおける給与費は，次のとおりです。 

   なお，職員数は，普通会計に属する職員の人数となっていますので，３ページ「４ 

職員数の状況」とは，必ずしも一致しません。 

 

  ア 市長部局等（消防局及び教育委員会を含む。）の状況（普通会計） 

給  与  費 
１人当たり

給与費 
職員数（Ａ） 

給料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ） 
（Ｂ／Ａ）

 

人

12,022 

千円

50,027,084 

千円

18,169,543 

千円

22,645,680

千円

90,842,307 

千円

7,556 

（注）１ 職員手当には，退職手当を含みません。 

    ２ 職員数は，平成２０年４月１日現在の人数です。 

  

 

イ 公営企業の状況 

給 与 費 

区    分 
職員数 

（Ａ） 
給料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ） 

一人当たり

給与費 

（Ｂ／Ａ）

自 動 車 

運送事業 

人 

724 

千円

2,858,324

千円

1,303,792

千円

1,306,653

千円

5,468,769

千円

7,554

交

通

局 

高 速 

鉄道事業 

人 

544 

千円

2,080,975

千円

953,823

千円

928,272

千円

3,963,070

千円

7,285

水道事業 
人 

875 

千円

3,563,548

千円

1,377,762

千円

1,612,067

千円

6,553,377

千円

7,490

上
下
水
道
局 

公共下水 

道 事 業 

人 

629 

千円

2,627,682

千円

970,318

千円

1,199,566

千円

4,797,566

千円

7,627

（注）１ 職員手当には，退職手当を含みません。 

    ２ 職員数は，平成２０年度の平均支給人員です。 
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   給与減額措置の状況 

   本市では，財政の非常事態に対する緊急対策として，次の給与減額措置を実施して

います。 

減額対象の給与の種類及び減額率 

職員の区分 給料 

（報酬） 
地域手当 

管理職 

手当 
期末手当

減額期間 

市 長 ２０％ ２０％ ― ２０％ 

副市長 １２％ １２％ ― １２％ 

常勤の監査委員  ５％  ５％ ― ５％ 

指定職の職員  ５％ ― ― ― 

局長級相当職員  ５％ ― １０％ ― 

部長級相当職員  ５％ ― ５％ ― 

課長級相当職員  ５％ ― ― ― 

平成21年1月1

日～平成 22 年

3 月 31 日（期末

手当について

は 21 年 6 月分

及び 12 月分） 

課長補佐級及び 

係長級相当職員 
３．５％ ― ― ― 

その他の職員

（係員） 
２．５％ ― ― ― 

平成21年7月1

日～平成 22 年

3 月 31 日 

※ 市会においても，平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの間，議

員報酬の５％の減額措置を実施しています。 

 

  ラスパイレス指数の比較（平成１５年度と２０年度） 

ラスパイレス指数とは，国家公務員の給料を１００とした場合の地方公務員の給料

水準を示したものです。 

 

105     （Ｈ15） （Ｈ20）     （Ｈ15） （Ｈ20）       （Ｈ15） （Ｈ20） 

     100.5    101.6           102.2    101.6      100.7    98.3 

100  

95                               

          京都市      指定都市平均    全国市平均 

 

【参考】京都市の地域手当補正後ラスパイレス指数（平成２０年度） １０１．６ 

   ※ 「地域手当補正後ラスパイレス指数」とは，地域手当を加味した地域における国家公務員と

地方公務員の給与水準を比較するため，地域手当の支給率を用いて補正したものです。 



- 11 - 

  平成２０年度給与改定の状況 

  ① 月例給 

人事委員会の勧告  （参考）

民間給与 

     Ａ 

公務員給与 

     Ｂ 

較差 

  Ａ－Ｂ 

勧告 

（改定率）

給与改定率 国の改定率

円

413,415 

円 

413,332 

83  円

（0.02％） 

％

   0 

％

   0 

％

0 

（注） ｢民間給与｣，「公務員給与」は，人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイ

レス比較した平均給与月額です。 

 

② 特別給 

人事委員会の勧告  （参考）

民間の支給 

割合 

     Ａ 

公務員の 

支給月数 

     Ｂ 

較差 

   

Ａ－Ｂ 

勧告 

 

（改定月数）

年間支給

月数 

国の年間

支給月数

月

4.49 

月 

4.5 

月

-0.01 

月

0 

月

4.5 

月

4.5 

（注） ｢民間の支給割合｣は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合，「公務員の支

給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数です。 

 

 

２ 平均給与及び初任給の状況 

  職員の平均年齢，平均給料月額及び平均給与月額等の状況 

本市職員のうち代表的な職種の平成２１年４月１日現在における平均年齢等の状況

は，次のとおりです。 

ア 市長部局等（消防局及び教育委員会を含む。）の状況 

  ① 一般行政職 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国ベース）

京 都 市 42.5 歳 343,859 円 466,764 円 406,401 円 

京 都 府 

(２０年度) 
44.5 歳 362,268 円 459,268 円 420,079 円 

国 41.5 歳 325,521 円 ― 391,770 円 

参 
 

考 指定都市平均 

(２０年度) 
43.4 歳 354,883 円 474,358 円 421,890 円 

（注）１ 「平均給料月額」とは，職員の基本給の平均です。 

２ 「平均給与月額」とは，給料月額と諸手当（退職手当及び期末・勤勉手当を除く，す

べての手当）の額を合計したものです。 
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３ 「平均給与月額（国ベース）」とは，国家公務員と同じ基準で比較するため，給料，

扶養手当，地域手当，住居手当，管理職手当及び単身赴任手当の額を合計したものです。   

各種手当の内容，支給額などは，１５～２６ページの「３手当の状況」において記載

しています。 

 ４ 一般行政職とは，事務職員と土木や建築などの施工管理業務に従事する技術職員等を

いいます。 

 

② 技能・労務職 

公 務 員 民 間 

区分 平均 

年齢 
職員数 

平均給料

月額 

平 均 給 与

月額 

平均給与 

月額（国ベース）

対応する

民間の 

類似職種

平均年齢
平均給与 

月額 

京 都 市 45.7 歳 1,930 人 341,098 円 431,845 円 397,166 円 ― ― ― 

ま ち 美 化 

業 務 員 
40.1 歳 485 人 320,024 円 423,862 円 377,321 円 

廃棄物

処理業

従業員

43.6 歳 299,700 円 

給食調理員 44.9 歳 303 人 301,881 円 351,346 円 347,255 円 調理士 38.8 歳 273,200 円 

 

管理用務員 50.9 歳 254 人 352,002 円 406,905 円 402,865 円 用務員 53.9 歳 225,900 円 

京都府 

（２０年度） 
51.3 歳 ― 361,163 円 425,068 円 404,345 円 ― ― ― 

国 

（２０年度） 
48.9 歳 ― 284,679 円 ― 320,623 円 ― ― ― 

指定都市平均

（２０年度） 
45.4 歳 ― 328,088 円 416,870 円 386,641 円 ― ― ― 

（注）１ 民間のデータは，賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。

（平成１７年から平成１９年の３箇年の全国平均）。 

２ 民間の「廃棄物処理業従業員」及び「用務員」のデータは全国平均，「調理士」のデータは

京都府平均のものです。なお，民間の類似職種は，業務内容，雇用形態等が一致しているもの

ではありませんので，単純に比較することはできません。 

 

③  高等学校教育職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

京 都 市 46.9 歳 408,603 円 506,336 円 

京 都 府 
（２０年度） 

46.9 歳 420,150 円 504,343 円 

指定都市平均 
（２０年度） 

45.7 歳 410,993 円 509,969 円 
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イ 公営企業の状況 

 平均年齢 基本給 平均月収額 

交 通 局 42.7 歳 359,713 円 594,986 円 

上下水道局 44.6 歳 393,337 円 636,313 円 

（注）１ 「基本給」には，給料のほか，地域手当及び扶養手当を含みます。 

２ 「平均月収額」は，平均年収額を１２で除したものであり，基本給のほか，退職手当

を除くすべての手当を含みます。 

 

（イのうちバス事業運転手） 

公 務 員 民 間 

区分 平均 

年齢 
職員数 基本給 

平均月収額

（Ａ） 

対応する 

民間の 

類似職種 

平均 

年齢 

平均月収額

（Ｂ） 

京都市 44.3 歳 582 人 350,856 円 581,043 円 
営業用バス

運転者 
44.3 歳 409,800 円 

指定都市平均 

（２０年度） 
46.3 歳 600 人 375,582 円 654,013 円 － － － 

（注） １２ページの（注）と同じ 

 

 

  職員の初任給の状況 

本市職員のうち代表的な職種の平成２１年４月１日現在における初任給の状況は，

次のとおりです。 

区 分 京都市 京都府 国 

（Ⅰ種） 

181,200 円 
大 学 卒 177,400 円 ※１ 178,800 円 

（Ⅱ種） 

172,200 円 

一 般 

行 政 職 

高 校 卒 142,800 円 ※２ 144,500 円 135,600 円 

技 能 ・ 労 務 職 

（１８歳） 

141,300 円～ 

148,700 円 

（高校卒） 

142,300 円 
― 

高 等 学 校 教 育 職 199,700 円 199,700 円 ― 

   （注） ※１は上級の一般事務職における初任給，※２は中級の一般事務職における初任給であ

り，京都府及び国の欄は，これに相応する試験区分及び職種の初任給です。 
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  職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 

本市職員のうち代表的な職種の平成２１年４月１日現在における経験年数別・学歴

別平均給料月額は，次のとおりです。 

区  分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年 

大学卒 273,097円 327,987円 373,152円 
一 般 行 政 職

高校卒 219,129円 272,008円 324,648円 

高校卒 215,500円 252,839円 282,525円 
技 能 ・ 労 務 職

中学卒 199,640円 239,793円 295,677円 

高 等 学 校 教 育 職 310,128円 345,093円 401,353円 

（注） 経験年数とは，職員として在職した期間のことですが，学校卒業から職員採用までの間に， 
民間企業等での勤務経験がある場合には，職務に役立つ度合いに応じ，その期間を換算したも 
のを含めた期間となっています。 
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３ 手当の状況 

  職員には，「京都市職員給与条例」等に基づき，各種手当を支給しています。手当の種

類は，次のとおりです。 

 

  期末手当・勤勉手当 

   期末手当・勤勉手当とは，民間企業のボーナスに当たるものです。 

期末手当は職員の採用等の時期に応じ，また，勤勉手当は職員の勤務成績に応じて

支給されます。 

平成２０年度の支給割合等は，次のとおりです。 

京都市 京都府 国 

期末手当      勤勉手当 

 3.0  月分     1.5 月分 

【2.6】月分   【1.9】月分 

（1.6）月分   （0.75）月分 

期末手当     勤勉手当  

 3.0  月分    1.5  月分 

 

（1.6）月分  （0.75）月分 

期末手当     勤勉手当  

 3.0  月分    1.5  月分 

 

（1.6）月分  （0.75）月分 

（加算措置の状況） 

・管理又は監督の地位にある職員 

10～23％ 

・係長級以上の職員等   5～20％ 

（加算措置の状況） 

・管理職    10～20％ 

・役職      5～20％ 

（加算措置の状況） 

・管理職    10～25％ 

・役職      5～20％ 

1 人当たり平均支給年額  

市長部局等      1,995 千円 

交 通 局     1,762 千円 

上下水道局      1,869 千円 

１人当たり平均支給年額 

      1,955 千円

（１９年度）
― 

（注）１ 市長部局等には，消防局及び教育委員会を含みます。 

２ 【 】内は，管理又は監督の地位にある職員で任命権者が定めるものに係る支給割合です。 

３ ( )内は，再任用職員に係る支給割合です。 

４ 管理職とは，京都市における管理又は監督の地位にある職員に該当する者をいいます。 

５ 役職とは，京都市における係長級以上の職員等に該当する者をいいます。 
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  退職手当 

退職手当とは，退職時に支給される一時金であり，退職時の給料月額に退職事由（定

年，自己都合等）に応じた支給率を乗じて算出しています。平成２１年４月１日現在

の支給月数などは，次のとおりです。 

 京都市 国 

  自己都合  勧奨・定年 

勤続20年   21.0月分  32.76月分

勤続25年   26.828月分  42.12月分

勤続35年   45.5月分  59.28月分

最高限度額  59.28月分  59.28月分

（その他の加算措置） 

定年前に早期退職した場合（特例退職） 

20％以内

  自己都合  勧奨・定年

勤続20年   23.5月分  30.55月分

勤続25年     33.5月分  41.34月分

勤続35年   47.5月分  59.28月分

最高限度額  59.28月分  59.28月分

（その他の加算措置） 

定年前に早期退職した場合（定年前早期退職特例措置）

20％以内

1 人当たり平均支給額 

 市長部局等   22,499 千円 

交 通 局   21,140 千円 

 上下水道局   23,842 千円 

― 

（注）１ 市長部局等には，消防局及び教育委員会を含みます。      

２ 退職手当の 1 人当たり平均支給額は，平成２０年度に退職した職員に支給された平均額で

す。 

 

  地域手当 

地域手当は，給与に民間賃金の地域間格差を適切に反映させるために物価等も踏ま

えつつ，主に民間賃金の高い地域に勤務する職員に対して支給する手当です。 

平成２１年４月１日現在の支給率等（支給実績は，平成２０年度決算見込みの数値）

は，次のとおりです。 

  ア 市長部局等（消防局及び教育委員会を含む。） 

支 給 実 績 5,251,856 千円

支給職員 1 人当たり平均支給年額 422,175 円

支給対象地域 支給対象職員数 支給率 国の支給率 

京 都 市 域 11,559 人 10％ 10％ 

東京都の特別区の区域

内に存する勤務公署 
13 人 17％ 17％ 

医 師 131 人 14％ 14％ 
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（２２年度における支給率） 

支給対象地域 支給率 国の支給率 

京 都 市 域 10％ 10％ 

東京都の特別区の区域

内に存する勤務公署 
18％ 18％ 

医 師 15％ 15％ 

（注）地域手当の支給率は，京都市域における支給率を除き，平成１９年度から平成２２年度に

かけて段階的に引き上げることとしています。 

 

イ 公営企業 

支 給 実 績 525,656 千円

支給職員 1 人当たり平均支給年額 414,501 円

支給対象地域 支給対象職員数 支給率 

交 
 

通 
 

局 

京 都 市 域 1,268 人 10％ 

支 給 実 績 656,229 千円

支給職員 1 人当たり平均支給年額 436,323 円

支給対象地域 支給対象職員数 支給率 

上 

下 

水 
道 

局 京 都 市 域 1,472 人 10％ 

 

（２２年度における支給率） 

支給対象地域 支給率 
一般行政職の制度 

（支給率） 

京都市域 市長部局と同じ 市長部局と同じ 

東京都の特別区の区域内

に存する勤務公署 
市長部局と同じ 市長部局と同じ 
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  特殊勤務手当 

   特殊勤務手当は，著しく危険，不快，不健康などの特殊な勤務に従事する職員に支

給される手当です。 

平成２１年度現在，特殊勤務手当には，次のものがあります。 

 

 ア 市長部局等（消防局及び教育委員会を含む。） 

手当の名称 主な支給対象職員 支給単価 

航 空 業 務 手 当 航空業務に従事する職員 

1回300円以内 

又は1時間900円以内 

又は月額120,000円以内 

消 防 特 殊 業 務 

手 当 

消防作業等に従事する職員 

 

1回2,000円以内 

又は1時間620円以内 

又は日額4,000円以内 

事業用電気工作

物 保 安 監 督 等 

手 当 

電気主任技術者，ボイラー・タービン主任

技術者及びボイラー取扱作業主任者 

 

月額4,000円以内 

特 殊 現 場 作 業 

手 当 

特殊な現場における困難な業務に従事す

る職員 
日額1,200円以内 

動 物 取 扱 作 業 

手 当 
動物の飼育，保管，処分等に従事する職員

1回270円以内 

又は日額1,500円以内 

放射線取扱手当 放射線を照射する業務に従事する職員 日額230円以内 

保 健 医 療 業 務 

手 当 

公衆衛生又は地域医療に関する業務に従

事する職員 

1回1,000円以内 

又は日額1,500円以内 

社 会 福 祉 業 務 

手 当 

社会福祉法等に定める施設等において，福

祉六法の規定に基づく業務に従事する職

員 

1回500円以内 

又は日額1,500円以内 

用地交渉等手当 土地の取得等に係る交渉に従事する職員 日額260円以内 

賦 課 徴 収 業 務 

手 当 

市税等の賦課，徴収，収納等に直接従事す

る職員 
日額600円以内 

大 学 院 研 究 科 

手 当 

芸術大学に勤務する教授，准教授及び講師

で，学部の授業に加え，大学院研究科の授

業を常時担当するもの 

月額22,100円以内 
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手当の名称 主な支給対象職員 支給単価 

能 率 手 当 

特に精神的な緊張を強いられる勤務，作業

の質的な困難性が高い勤務，特に時間的な

負担が掛かる勤務等に従事し，高度の能率

を上げた職員 

1の年度を通じて給料月額の

12倍の100分の25以内 

隔 日 勤 務 手 当 
正規の勤務が2日にわたり，その間24時間

拘束される職員 
1回給料月額の130分の1以内

変 則 勤 務 手 当 
勤務時間の全部又は一部が深夜，早朝等著

しく変則的な時間に属する職員 

1回4,400円以内 

又は日額12,000円以内 

遠隔地勤務手当 

本市の区域外又は通勤若しくは生活の著

しく不便な地域に存する勤務公署に勤務

する職員 

月額70,000円以内 

 

イ 公営企業 

(ア) 交通局 

手当の名称 主な支給対象職員 支給単価 

能 率 手 当 市長部局等と同じ 市長部局等と同じ 

隔 日 勤 務 手 当 

バス営業所における事務職員及び地下鉄駅

関係職員で，24時間交代勤務，営業時間交

代勤務に従事するもの 

勤務１回につき 

24時間交代勤務 600円 

営業時間交代勤務 500円

仮 泊 手 当 地下鉄乗務員で，仮泊勤務に従事するもの 勤務１回につき600円 

中 休 仕 業 勤 務 

手 当 

バス運転士，地下鉄乗務員で，中休勤務

（朝・夕ラッシュ時に乗務する勤務）に従

事するもの 

10分につき45円 

年 末 年 始 手 当 
年末年始（12月29日から1月3日）に出勤す

る職員 

1日につき3,200円 

又は3,900円 
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(イ) 上下水道局 

手当の名称 主な支給対象職員 支給単価 

特 異 性 手 当 

浄水作業に従事する職員・水質試験に従

事する職員・用地管理の業務に従事する

職員等 

日額150円～700円 

主 任 職 長 手 当 主任及び職長 月額4,000円 

奨 励 金 
水道メーターの点検又は取換業務に従事

する職員 
1件につき7円～42円 

不正使用発見処理手当 水道の不正使用を発見，処理した職員 

発見1件につき1,000円，処理

1件につき当該追徴金の20%

以内 

年末年始出勤手当 年末年始に勤務した職員 

勤務1回につき6,900円(24時

間拘束勤務の場合)を超えな

い範囲内 

能 率 手 当 市長部局等と同じ 市長部局等と同じ 

 

 （平成２０年度決算見込みにおける支給実績） 

 支給実績 
支給職員 1 人当たり

平均支給年額 

職員全体に占める 

手当支給職員の割合

手当の種類

（手当数） 

市長部局等 

（消防局及び教育委員会

を含む。） 

1,772,556 千円 253,440 円 58.2％  15 

交 通 局 78,565 千円 82,339 円 75.2％ 5 
公

営

企

業 

上 下 

水 道 局 
96,237 千円 87,727 円 72.9％  6 
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  時間外勤務手当 

   時間外勤務手当は，正規の勤務時間外に勤務した職員に支給する手当です。平成 

１９年度実績及び２０年度決算見込みにおける支給実績等は，次のとおりです。 

    

平成２０年度 平成１９年度（参考） 

 
支給実績 

職員 1 人当たり

平均支給年額 
支給実績 

職員 1 人当たり

平均支給年額 

市長部局等 

（消防局及び教育委員会

を含む。） 

3,906,462 千円 325 千円 3,832,650 千円 316 千円

交 通 局 897,217 千円 835 千円 974,780 千円 936 千円

上下水道局 538,763 千円 358 千円 595,988 千円 388 千円

(注) 交通局及び上下水道局については，市長部局等の休日勤務手当（２４ページ参照）に相当す

る手当を含めています。 

 

  その他の手当 

   平成２１年４月１日現在，その他の手当には，次のものがあります。 

なお，支給実績は，平成２０年度決算見込みの数値です。また，[ ]内は国の状況

で，当該記載のない箇所は，京都市と同じです。 

 

  ア 初任給調整手当 

 内容及び支給月額 支給実績 
支給職員 1 人当たり

平均支給年額 

医療職給料表の適用を受ける職

員で大学卒業の日から原則とし

て 37 年以内に採用されたもの 

249,100 円

以内市長部局等

（消防局及び教育

委員会を含む。） 
行政職給料表の適用を受ける医

師等で大学卒業の日から原則と

して 37 年以内に採用されたもの

50,000 円

以内

74,976

千円

1,470,118

円
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イ 扶養手当 

 内容及び支給月額 支給実績 
支給職員1人当たり

平均支給年額 

市 長 

部 局 等 

（消防局及び教育

委員会を含む。） 

配偶者 

 

その他の扶養親族 

 

配偶者がない場合の扶養親族 1 人の

み 

 

扶養親族でない配偶者がある場合の

扶養親族 1 人のみ 

 

満 16 歳の年度初めから満 22 歳の年

度末までの間にある子 

13,900 円 

[13,000 円]

6,400 円 

[6,500 円]

11,600 円 

[11,000 円]

6,900 円

[6,500 円]

 

1 人につき 

5,000 円加算 

1,665,497

千円

232,222

円

交 通 局 市長部局と同じ 
247,441

千円

256,948

円

上 下 

水 道 局 
市長部局と同じ 

240,935

千円

249,264

円

 

  ウ 単身赴任手当 

 内容及び支給月額 支給実績 
支給職員1人当たり

平均支給年額 

市 長 

部 局 等 

（消防局及び教育

委員会を含む。） 

次の 4 つの支給要件を満たす職員に支給する。 

ア 勤務公署を異にする異動に伴い，住居を移転 

イ やむを得ない事情により同居していた配偶者等

と別居 

ウ 異動前の住居から異動後の勤務公署に通勤する

ことが通勤距離等を考慮して困難 

エ 単身で生活することを常況としている。 

  

基礎額               23,000 円 

 加算額 職員の住居と配偶者の住居との間の交通

距離が 100km 以上の場合，その距離に応じ 

6,000 円～45,000 円

6,611

千円

264,440

円

上 下 

水 道 局 
市長部局と同じ 

0

円

0

円

  



- 23 - 

 エ 通勤手当   

 内容及び支給月額 支給実績 
支給職員1人当たり

平均支給年額 

市 長 

部 局 等 

（消防局及び教育

委員会を含む。） 

交通機関等利用者 

 全額支給限度      55,000 円 

交通用具使用者 

片道 5 ㎞未満      2,000 円 

    5km 以上 10km 未満   4,100 円    

10km 以上 15km 未満   6,500 円(7,200 円) 

15km 以上 20km 未満   8,900 円(9,800 円) 

20km 以上 25km 未満  11,300 円(12,400 円) 

25km 以上 30km 未満  13,700 円(15,100 円) 

30km 以上 35km 未満  16,100 円(17,700 円) 

35km 以上 40km 未満  18,500 円(20,400 円) 

40km 以上 45km 未満  20,900 円(23,000 円) 

45km 以上 50km 未満  21,800 円(24,000 円) 

50km 以上 55km 未満  22,700 円(25,000 円) 

55km 以上 60km 未満  23,600 円(26,000 円) 

60km 以上           24,500 円(27,000 円) 

1,506,533

千円

127,198

円

交 通 局 市長部局と同じ 
133,599

千円

113,879

円

上 下 

水 道 局 
市長部局と同じ 

175,560

千円

194,208

円

 （注１）（ ）内の額は，へき遠地に所在する勤務公署に勤務する者等の額 

（注２）交通用具使用者のうち，自転車で通勤する職員は，その使用距離に応じて次の

額を加算 

      片道 5 ㎞未満      1,000 円 

  片道 5km 以上 10km 未満    500 円 
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オ 住居手当 

 内容及び支給月額 支給実績 
支給職員1人当たり

平均支給年額 

市 長 

部 局 等 

（消防局及び教育

委員会を含む。） 

世帯主等で，住居費用を負担しているものに支給 

扶養親族を有する者等      11,500 円 

その他の者           10,500 円 

 

[借家又は借間居住者で，家賃が 12,000 円を超える

もの                             27,000 円以内]

[持家居住者（新築又は購入後 5 年未満） 

2,500 円]

1,273,985

千円

124,279

円

交 通 局 市長部局と同じ 
163,914

千円

137,473

円

上 下 

水 道 局 
市長部局と同じ 

180,161

千円

137,184

円

 

カ 休日勤務手当 

 内容及び支給額 支給実績
支給職員1人当たり

平均支給年額 

市 長 

部 局 等 

（消防局及び教育

委員会を含む。） 

正規の勤務として次に掲げる日に勤務した場合 

ア 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

イ 1月 1日・2日・3 日及び 12 月 29 日・30 日・31 日 

勤務 1 日につき，勤務 1 時間当たりの給与額の 12

倍に相当する額以内 

 

[休日給として，勤務時間 1 時間につき勤務 1 時間当

り給与額の 100 分の 135 を支給] 

1,058,257

千円

342,589

円

(注)交通局及び上下水道局については，市長部局等の休日勤務手当に相当する手当を時間外勤務手当

（２１ページ参照）に含めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 25 - 

キ 夜間勤務手当 

 内容及び支給額 支給実績
支給職員1人当たり

平均支給年額 

市 長 

部 局 等 

（消防局及び教育

委員会を含む。） 

正規の勤務として午後 10 時から翌日の午前 5 時まで

の間に勤務した場合 

1 時間につき，1 時間当たりの給与額の 100 分の 35 

 

[1 時間につき，1 時間当たりの給与額の 100 分の 25]

241,355

千円

126,166

円

交 通 局 市長部局と同じ 
102,839

千円

109,374

円

上 下 

水 道 局 
市長部局と同じ 

76,132

千円

417,360

円

 

ク 宿日直手当 

 内容及び支給額 支給実績
支給職員1人当たり

平均支給年額 

市 長 

部 局 等 

（消防局及び教育

委員会を含む。） 

本来の勤務以外の勤務として宿直勤務又は日直勤務

をした場合 

 勤務 1 回につき 4,400 円以内 

（医師等については 23,000 円以内） 

[勤務 1 回につき 4,200 円 

 （入院患者の病状の急変等に対処するための医師等

の当直勤務は 20,000 円以内）] 

23,733

千円

33,953

円

交 通 局 

本来の勤務以外の勤務として宿直勤務又は日直勤務

をした場合 

 勤務 1 回につき 2,800 円以内 

0

円

0

円

上 下 

水 道 局 

本来の勤務以外の勤務として宿直勤務又は日直勤務

をした場合 

 勤務 1 回につき 4,400 円以内 

(管理者が特に必要があると認めるときは，給与日額

の３分の１に相当する額以内の額の加算あり) 

199,356

千円

575,484

円
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ケ 管理職手当 

 内容及び支給月額 支給実績
支給職員1人当たり

平均支給年額 

市 長 

部 局 等 

（消防局及び教育

委員会を含む。） 

課長及びこれに準じる者以上の職員で，任命権者が特

に必要と認めるもの 

 給料月額の 100 分の 25 以内 

 

[俸給の特別調整額として，146,400 円以内] 

742,998

千円

641,622

円

交 通 局 
指定職員（係長級以上の職員）に対して支給 

 給料月額の 100 分の 25 以内 

105,928

千円

773,668

円

上 下 

水 道 局 

指定職員（係長級以上の職員）に対して支給 

 給料月額の 100 分の 25 以内 

183,466

千円

751,140

円

 

コ 管理職員特別勤務手当 

 内容及び支給額 支給実績
支給職員1人当たり

平均支給年額 

市 長 

部 局 等 
（消防局及び教育

委員会を含む。） 

管理又は監督の地位にある職員で任命権者が定める

ものが臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必

要により，休日に勤務した場合において，任命権者が

特に必要と認めるとき 

 勤務 1 回につき 12,000 円以内 

（指定職については 18,000 円） 

16,775

千円

28,626

円

交 通 局 市長部局と同じ 
2,456

千円

19,806

円

上 下 

水 道 局 
市長部局と同じ 

1,237

千円

5,402

円

 

 



- 27 - 

４ 特別職の報酬等の状況 

  市長や市会議員などの特別職職員の報酬等は，学識経験者等で構成された「京都市特

別職報酬等審議会」の答申をもとに，市会の議決を経て定められています。 

市長及び副市長には，給料，地域手当，期末手当及び退職手当が，議長，副議長及び

議員には，議員報酬及び期末手当が支給されます。 

（平成２１年４月１日現在）  

区分 給料月額等 

 指定都市における最高／最低額（２０年度）

市 長 1,112,000 円

（1,390,000 円）

1,466,500 円／1,071,000 円

副市長 968,000 円 1,179,000 円／912,000 円

給

料 

 （1,100,000 円）

議 長 1,064,000 円

（1,120,000 円）

1,260,000 円／778,000 円

副議長 978,500 円

（1,030,000 円）

1,120,000 円／700,000 円

議

員

報

酬 議 員 912,000 円

（960,000 円）

1,020,000 円／648,000 円

市 長 

副市長 

 

（２０年度支給割合） 

６月期   １．６月分 

１２月期   １．７月分 

  計    ３．３月分 

期

末

手

当 

議 長 

副議長 

議 員 

（２０年度支給割合） 

６月期   １．６ 月分 

１２月期   １．７５月分 

  計    ３．３５月分 

 （算定方式） （1期の手当額） （支給時期）退

職

手

当 

市 長 

副市長 

給料月額×在職月数×100 分の 61 

給料月額×在職月数×100 分の 47 

4,069 万 9千 2百円 

2,481 万 6千円 

任期ごと 

（注）１ 給料及び議員報酬の( )内は，減額措置を行う前の金額です。 

２ 退職手当の「1 期の手当額」は，４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき，1 期（４年

＝４８月）務めた場合における退職手当の見込額です。 
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５ 級別職員数等の状況 

職員の給料は，職務の内容と責任の重さに応じて設けられた職務の級によって定めら

れています。 

市長部局等（消防局及び教育委員会を含む。）の職員のうち，医師，薬剤師，研究員な

どを除いた一般行政職員の状況（平成２１年４月１日現在）は，次のとおりです。 

区分 
標準的な 

職務内容 
職員数(人) 

構成比 

（％） 

１年前の 

構成比 

５年前の 

構成比 

９級 
局 長 

区 長 
５１ １．０ １．０ ０．９

８級 
部 長 

副 区 長 
１２６ ２．４ ２．３ ２．２

７級 課 長 ５１１ ９．７ ９．９ ９．４

６級 課 長 補 佐 ２６６ ５．０ ５．１ ５．８

５級 係 長 １，０３１ １９．５ １９．０ １８．５

４級 統 括 主 任 ５７２ １０．８ １１．０ ９．５

３級 主 任 ９１８ １７．３ １７．６ ２１．１

２級 係 員 １，２１１ ２２．９ ２２．８ ２０．６

１級 係 員 ６０３ １１．４ １１．３ １２．０

合計  ５，２８９  １００．０  １００．０  １００．０

注 １ 標準的な職務内容とは，それぞれの級に該当する代表的な職名です。 

  ２ 平成１９年４月に１０級制から９級制に変更しています（旧給料表の１級と２級を統合）。   
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第３章 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

本市職員の勤務時間その他の勤務条件についても，給与と同様，国と他の地方公共

団体の職員との均衡等を考慮して，条例によって定められています。 

 

１ 職員の勤務時間について 

職員の勤務時間については，「京都市職員の勤務時間，休日，休暇等に関する条例」（以

下「勤務時間条例」といいます。）等によって定められています。 

職員の勤務時間は，原則として午前８時３０分から午後５時１５分までとし，その途

中に６０分の休憩時間を設けています。 

なお，業務の性質上，必要があると認める場合は，特別の定めをしています。 

 

２ 休暇制度について 

  休暇制度についても勤務時間と同様，「勤務時間条例」等により定められています。 

 

  年次休暇の状況 

   年次休暇は，４月１日から始まり３月３１日で終わる年次の間に２０日与えられま

すが，新規に採用された職員には，採用された月に応じて１日から２０日までの範囲

で与えられます。取得の単位は，原則として１日又は半日ですが，例外的に１時間を

単位として取得できます。その年次に使用しなかった年次休暇の日数は，２０日を限

度として翌年次に繰り越して使用することができます。 

   平成２０年度の年次休暇の取得状況は，次のとおりです。 

 

 
総付与日数 

Ａ 

総使用日数 

Ｂ 

対象職員数

Ｃ 

平均取得日数

Ｂ／Ｃ 

取得率 

Ｂ／Ａ 

市長部局等 326,925 日 119,001 日 8,764 人 13.6 日 36.4％

消 防 局 75,046 日 29,259.5 日 1,950 人 15.0 日 39.0％

交 通 局 45,620 日 24,161.5 日 1,277 人 18.9 日 53.0％

上下水道局 55,491 日 26,378 日 1,523 人 17.4 日 47.8％

教育委員会 292,078.8 日 83,926.4 日 7,809 人 10.7 日 28.7％
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  特別休暇等の状況 

ア 特別休暇等    

平成２１年４月１日現在における特別休暇等の種類等は，次のとおりです。 

休暇の種類 付与日数，取得期間等 

出産休暇 
女性職員の出産予定日以前８週間（多胎妊娠の場合は１４週間）産

後８週間 

生理休暇 女性職員が生理のため著しく勤務が困難な場合，１回３日以内 

結婚休暇 職員が結婚した場合，７日以内 

服喪休暇 職員の配偶者又は３親等以内の親族が死亡した場合，７日以内 

ボランティア 

活動休暇 

職員が自発的に，かつ報酬を得ないで国内において社会貢献活動を

行う場合，１年次につき合計で５日以内 

任命権者の承認

があったとき 
（例）病気休務 

 

イ 介護休暇 

職員は，負傷，疾病などにより日常生活を営むことに支障がある配偶者，１親等

の親族又は同居の２親等の親族を介護する場合に，連続する３月の範囲内において

必要と認められる期間の介護休暇を取得することができます。 

 

  ウ 育児休業及び部分休業 

    育児休業に関する制度には，３歳に満たない子を養育するために休業することが

できる育児休業制度と，小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために１日

の勤務時間の一部について勤務しないことができる部分休業制度があります。 

平成２０年度における育児休業及び部分休業の取得状況は，次のとおりです。 

 

（単位：件）  

育児休業 
 

新規承認 期間延長 
部分休業 

市 長 部 局 等 １１５（１） ２１（０） ５２（３）

消 防 局 ７（１）  １（０）  ２（０）

交 通 局 ２（０） ０（０） ４（０）

上 下 水 道 局 ７（１） ４（０） ４（０）

教 育 委 員 会  １２１（５）  １９（０） ３（０）

合 計  ２５２（８） ４５（０） ６５（３）

 （注）( )内の数字は，男性職員の数で，内数です。 
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第４章 職員の分限及び懲戒処分の状況 

   分限処分は，職員が，勤務実績が良くない場合，心身の故障などによりその職務を

十分に果たすことができない場合，その職に必要な適格性を欠く場合などに，職員の

意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分で，免職，休職，降任及び降給があ

ります。 

 懲戒処分は，職員の服務規律違反等（法令に反したり，円滑な公務の遂行を妨げる

等の行為）に対して科す制裁としての処分で，免職，停職，減給及び戒告があります。  

 

１ 職員の分限処分の状況（平成２０年度） 

任命権者は，地方公務員法で定める事由（下表の「区分」欄参照）がある場合に職員

を降任し，又は免職することができ，同法又は条例に定めがある場合に職員を休職させ

ることができるとされています。 

なお，降給については，本市における実施実績はありません。 

（単位：人） 

区 分 免職 休職 降任 計 

勤務実績が良くない場合 

（法第 28条第 1項第 1号） 

 １ 

（０）
― 

 ０ 

（０）

 １ 

（０）

心 身 の 故 障 の 場 合 

（法第 28 条第１項第２号

及び第２項第１号） 

 ０ 

（０）

５３６  

（５０７）

 １ 

（０）

 ５３７ 

（５０７）

必要な適格性を欠く場合 

（法第28条第1項第３号） 

 １ 

（１）
― 

 ５ 

（０）

 ６ 

（１）

職制，定数の改廃，予算の減少に

より廃職，過員を生じた場合 

（法第28条第１項第４号） 

 ０ 

（０）
― 

 ０ 

（０）

 ０ 

（０）

刑事事件に関し起訴された場合 

（法第28条第２項第２号） 
― 

 ０ 

（０）
― 

 ０ 

（０）

合 計 
 ２ 

（１）

 ５３６ 

（５０７）

 ６ 

（０）

 ５４４ 

（５０８）

注１ 分限処分としての免職とは，公務能率を維持する見地から職員の意に反してその職を失わせ 

る処分のことをいいます。 

 休職とは，職員に一定期間職務に従事させない処分のことをいいます。 

     降任とは，職員を現在よりも下位の職に任命する処分のことをいいます。 
２ 同一の者が複数回にわたって処分された場合には，処分１件につき１人として計上していま

す（以下同じ。）。 

３ （ ）内は，前年度に処分を受けた職員の数です。 
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２ 京都市職員の分限免職の基準等について 

平成１８年１０月に「信頼回復と再生のための抜本改革大綱」に掲げた取組の一環と

して，公務の能率の維持及びその適正な運営の確保を図るため，「京都市職員の分限免職

の基準等に関する要綱」を策定し，非違行為や職務上の支障行動を繰り返すなど，職員

としての適格性を著しく欠く職員に対して，分限免職処分を行うための基準等について

定めました。 

平成１９年１０月には，心身の故障のため職務の遂行に支障があり又はこれに堪えな

い職員でそのような状態が今後も継続すると考えられる場合及び職員が行方不明となっ

た場合に，分限免職処分を行うことができるよう同要綱を改正しました。 

 

 

（参考）分限免職処分対象職員 

ア 非違行為を繰り返す職員 

イ 職場において支障行動を行う職員 

ウ 心身の故障のため，職務の遂行に支障があり，又はこれに堪えない職員 

エ 行方不明となった職員 

 

※ 支障行動の例 

 ・遅刻や早退を繰り返す。 

 ・勤務時間中に無断で長時間，職場を離脱する。 

 ・業務上の重大な失策を繰り返す。 

 ・上司の命令に従わない。 

 ・上司等に対する暴力的言動を繰り返す。 

 ・協調性に欠け，他の職員や市民等と頻繁にトラブルを生じさせる。 

 ・上司等による受診命令や療養専念の指示に従わない。  
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３ 職員の懲戒処分の状況（平成２０年度） 

任命権者は，職員が①法令等に違反した場合，②職務上の義務に違反したり，職務を

怠った場合，③全体の奉仕者としてふさわしくない非行を行った場合に，懲戒処分とし

て，免職，停職，減給又は戒告の処分を行うことができるとされています。 

 

  事由別・種類別処分数について 

(単位：人) 

区 分 免 職 停 職 減 給 戒 告 計 

 ３  １１  ―  ２  １６ 一 般 服 務 関 係 

（欠勤，勤務態度不良等） （２） （３９） （１４） （８） （６３）

 ― ― 通常業務処理関係 

（処理手続不遵守等） 
― 

（１）
― ― 

（１）

 ― ―  ― 公金公物取扱関係 

（紛失，不正取扱等） 
― 

（２）
― 

（１） （３）

１ １ 
横 領 等 関 係 

― 
― ― ― 

― 

収 賄 ・ 供 応 関 係 ― ― ― ― ― 

３  ３  １８  ２９  ５３ 交 通 事 故 ・ 交 通 

法 規 違 反 関 係 ― （２） （８） （１９） （２９）

 ―  １  １  ２ 
公 務 外 非 行 関 係 

（２） （３） （１）
― 

（６）

 ２  １  ３ 
監督不行届等関係 ― ― 

（３） （８） （１１）

 ７  １５  ２１  ３２  ７５ 
計 

（４） （４７） （２６） （３６） （１１３）

注１ 懲戒処分としての免職とは，懲罰として職員を勤務関係から排除することをいいます。 

停職とは，懲罰として職員を職務に従事させない処分のことをいいます。 

減給とは，一定期間，職員の給料の一定割合を減額して支給する処分のことをいいます。 

戒告とは，職員の規律違反を戒める処分のことをいいます。 

２ （ ）内は，前年度に処分を受けた職員の数です。 

 

 

 



- 34 - 

  任命権者別・種類別処分数について 

 （単位：人） 

 
局 名

等 

処 

分 

数 

構成

比

（％） 
免職 停職 減給 戒告

在職者

数 

在職者

比(％)

前年度

処分数

対前年

度増減

市 長 

部局等 
１６ 57.2 ４ ７ ３ ２ 9,322 0.17 ５９ △４３

消防局 ０ 0.0 ― ― ― ― 1,901 0.00 ８ △８

交通局 
０ 

(47) 
0.0 

― 

(0) 

―

(1)

―

(17)

―

(29)
1,330 0.00

１

(26)

△１

(＋21)

上下水

道 局 
９ 32.1 １ ６ １ １ 1,522 0.59 １３ △４

教育委

員 会 
３ 10.7 ２ １ ― ― 8,651 0.03 ６ △３

合 計 
２８ 

(47) 
100.0 

７ 

(0) 

１４

(1)

４

(17)

３

(29)
22,720 0.12

８７

(26)

△５９

(＋21)

注１ 教育委員会には，学校教員を含みます。 

  ２ 在職者数は，平成２０年４月１日現在の数です。 

３ 交通局の（ ）内の数は，業務上の運転事故等による処分数で，外数です。 

 

（参考）市長部局等における局区別の処分数について   （単位：人） 

 

局 名 等 処分数 構 成 比

（ ％ ）
免 職 停 職 減 給 戒 告

環 境 局 ５ 31.25 ０ ２ ３ ０

文 化 市 民 局 ５ 31.25 １ ４ ０ ０

保 健 福 祉 局 ２ 12.5 １ ０ ０ １

建 設 局 ２ 12.5 １ １ ０ ０

区役所・支所 ２ 12.5 １ ０ ０ １

合 計 １６ 100.0 ４ ７ ３ ２
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４ 京都市職員の懲戒処分に関する指針について 

 

  指針制定の目的 

本指針は，過去の不祥事例を類型化し，標準的な懲戒処分の基準を掲げることによ

り，本市職員の服務規律違反等に対して，より一層厳正かつ公正に対処するとともに，

不祥事の防止に資することを目的とし，平成１４年１０月に制定したものです。 

平成１８年４月，同年９月及び平成２０年５月に，新たな項目を追加するとともに，

基準の厳格化を図りました。 

 

  処分基準等 

   服務規律違反等の種類による懲戒処分の程度は，次のとおりです。（２０年５月以降） 

処分内容 
区分 服務規律違反等 

免職 停職 減給 戒告

欠勤 ○ ○   

遅刻    ○ 

休暇の虚偽申請等 ○ ○   

勤務態度不良 ○ ○ ○ ○ 

職場の秩序を乱す行為 ○ ○ ○ ○ 

虚偽報告  ○ ○ ○ 

虚偽公文書等作成 ○    

争議行為等 ○ ○ ○ ○ 

秘密の漏えい ○ ○   

個人情報の不当利用 ○ ○   

副業行為 ○ ○ ○ ○ 

セクシュアル・ハラスメント等 ○ ○ ○ ○ 

情報セキュリティポリシー違反 ○ ○ ○ ○ 

一般服務関係 

不適切な事務処理 ○ ○ ○ ○ 

横領等 ○    

紛失  ○ ○ ○ 

盗難  ○ ○ ○ 

公物損壊 ○ ○ ○  

諸給与の違法支払・不適正受給 ○ ○ ○  

公金及び公物の

取扱い関係 

公金公物処理不適正  ○ ○ ○ 

収賄 ○    収賄・供応関係 

倫理保持義務違反 

（倫理条例及び同施行規則違反） 
○ ○ ○ ○ 
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処分内容 
区   分 服務規律違反等 

免職 停職 減給 戒告

放火 ○    
暴行（傷害を含む。） ○ ○   
脅迫 ○ ○   
公務執行妨害・職務強要 ○ ○   
偽計業務妨害・威力業務妨害 ○ ○   
器物損壊 ○ ○ ○ ○ 
窃盗 ○ ○   
詐欺・恐喝 ○    
住居侵入 ○ ○   
賭博 ○ ○ ○ ○ 
麻薬・覚せい剤等の使用又は所持 ○    
淫行 ○ ○   
痴漢行為等 ○ ○ ○  
公租公課の滞納  ○ ○ ○ 
破産・民事再生等   ○ ○ 

公務外非行 

その他の公務外非行 ○ ○ ○  
公務中の死亡事故等 ○ ○   
公務中の傷害事故   ○ ○ 
公務中の悪質な交通法規違反  ○ ○ ○ 
公務中の重過失による物損事故   ○ ○ 
飲酒運転 ○ ○ ※原則，免職

飲酒運転を助長する行為 ○ ○   
無免許運転 ○ ○   
人身事故後の措置義務違反 ○ ○   

交通事故・交通

法規違反関係 

物損事故後の措置義務違反  ○ ○  
監督責任関係 部下の服務規律違反等の隠ぺい，黙

認等 
 ○ ○  

 

  処分の加重又は軽減等 

ア 複数の服務規律違反等を行った場合の取扱い 

    複数の服務規律違反等を行った場合には，基準として掲げられた懲戒処分の種類

のうち最も重い処分より重い処分を行うことができます。 

イ 情状等による加重及び軽減等 

    職員が行った行為の態様等が極めて悪質であるとき，違法行為を継続した期間が

長期にわたるとき等には，基準として掲げられた懲戒処分より重い懲戒処分を行う

ことができます。また，職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき等には，基

準として掲げられた懲戒処分より軽い懲戒処分を行うことができます。 
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５ 懲戒処分等の公表について 

懲戒処分等の透明性・公正性を担保し，市政に対する市民の信頼の確保を図るとと

もに，職員の服務規律の遵守や非違行為に対する抑止力に資することを目的として，

平成１８年４月に懲戒処分等の公表の基準を定めました。また，平成１８年８月には，

公表する項目を新たに追加するとともに，氏名を公表する場合を拡大する一部改正を

行い，同年９月１日以降の処分について適用しています。 

 

対 象 

① 地方公務員法第２９条に基づく懲戒処分 

② 地方公務員法第２９条に基づく懲戒処分に係る管理監督者に

対する処分 

※ ただし，被害者のプライバシーに特に配慮する必要がある場合

には，非公表 

内 容 

① 事件の概要 

② 被処分者の所属 

③ 年齢及び性別 

④ 職位及び職種 

⑤ 処分発令日 

⑥ 処分内容 

 

また，次の場合は，被処分者の氏名を公表する。 

ア 免職及び停職処分の場合 

イ 刑事事件につき所管庁が既に氏名を公表している場合 

ウ 故意又は重大な過失による事件で，社会的影響が極めて大きい

場合 

 

 ※ 上記の場合でも，非違行為が精神的な疾患に起因するもので

ある等の事情がある場合は，氏名を公表しない場合がありま

す。 
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第５章 職員の服務の状況 

職員の服務の根本基準は，地方公務員法第３０条に「すべて職員は，全体の奉仕者

として公共の利益のために勤務し，且つ，職務の遂行に当つては，全力を挙げてこれ

に専念しなければならない。」と規定されています。 

この規定に基づき，同法では，法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（第３２

条），信用失墜行為の禁止（第３３条），営利企業等の従事制限（第３８条）等を職員

に課しているほか，本市では，職務に係る倫理の保持等に関し，職員として守るべき

事項を条例や規則において定めています。 

１ 職員の職務に係る倫理の保持に関する状況 

職員の公正な職務の執行に対する市民の皆様の疑惑や不信を招くような行為の防止を

図るとともに，職員の倫理観の高揚を図り，公務に対する市民の皆様の信頼を確保する

ことを目的とし，平成１２年３月に「京都市職員の倫理の保持に関する条例」（以下「倫

理条例」といいます。）を制定しました。 

倫理条例に基づく届出等の状況は，次のとおりです。 

 

  職員の職務に利害関係を有する者（以下「利害関係者」といいます。）との接触に当

たって，職務上必要であると認められる行為についての届出件数等 

職員は利害関係者からの接待等を禁止されていますが，職務上必要であると認めら

れる場合には，任命権者に届出をすることにより行うことができます。 

 
なお，利害関係者とは，職員が所掌する事務の対象となっている者のうち，次のい

ずれかに該当するものをいいます。 
① 許認可等を受けて事業を行っている事業者等，許認可等の申請をしている者 
② 補助金等の交付の対象となる者 
③ 立入検査，監査又は監察の対象となる者 
④ 不利益処分の相手方となる者 
⑤ 行政指導により，現に一定の作為又は不作為を求められている者 
⑥ 各局の所掌する事業にかかわる事業者等 
⑦ 本市との間において契約を締結している者（契約の申込みをしている者を含

む。） 
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平成２０年度における当該届出の状況は，次のとおりです。 

（単位：件）  

注１ 簡素でない飲食とは，飲食代が４，０００円（昼間は２，０００円）を超えるものをいいま 

す。 

２ 閲覧請求の対象となるものの件数とは，課長級以上の職員に係る届出のうち，倫理条例第１

０条第２項に規定する贈与等により受けた利益又は報酬支払により受けた報酬の価額が，１件

につき２０，０００円を超える届出の件数をいいます。 

 

  夜間において利害関係者と共に自己の費用を負担して簡素でない飲食をするに当た

っての許可件数等 

職員が，自己の費用を負担して利害関係者と共に飲食をする場合であっても，夜間

における簡素でない飲食については，事前に任命権者の許可を受けることとしていま

す（平成２０年度まで。平成２１年度の制度変更については，次ページの（参考）参

照。）。 
平成２０年度における当該許可の件数は，次のとおりです。 

（単位：件） 

局名等 申請件数 許可件数 
（参考） 

平成 19 年度に 
おける許可件数 

市 長 部 局 等 １５８ １５８ ２２３

消 防 局 ８ ８ ０

交 通 局 ０ ０ ０

上 下 水 道 局 ０ ０ ３

教 育 委 員 会 ０ ０ ０

合 計 １６６ １６６ ２２６

注 簡素でない飲食とは，飲食代が４，０００円を超えるものをいいます。 

 

左の内容別内訳 

局名等 
届出 

件数 

会議と一体のものとして，

利害関係者から簡素でな

い飲食物の提供を受け，又

は利害関係者と共に簡素

でない飲食をしたもの 

その他任命

権者が職務

上必要であ

ると認めた

もの 

 

うち閲覧請

求の対象と

なるものの

件数 

（参考） 

平成 19 年度

における届

出件数 

 

市長部局等 １２２ １２２ ０ ０ １６８

消 防 局 ０ ０ ０ ０ ０

交 通 局 ０ ０ ０ ０ ０

上下水道局 ０ ０ ０ ０ ０

教育委員会 ０ ０ ０ ０ ０

合 計 １２２ １２２ ０ ０ １６８
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（参考） 

  規制の対象や方法を簡素化し，職員がより理解しやすい制度とすることにより，制

度の徹底を図るため，平成２１年４月から，職員が自己の費用を負担して利害関係者

と共に飲食をする場合の規制について，次のとおり改めました。 
 

 改正前 改正後 
規制の対象 夜間における４，０００円

を超える飲食 
５，０００円を超える飲食

（昼夜を問わず） 
規制の方法 任命権者の許可 任命権者への届出 

 
 

  利害関係者からの依頼により報酬を受けて講演等を行うに当たっての承認件数等 

職員は，利害関係者からの依頼により報酬を受けて講演などを行う場合には，営利

企業等の従事許可（４２ページ参照）を受けている場合を除いて，あらかじめ任命権

者の承認が必要となります。 

平成２０年度において，当該承認事案は，ありませんでした。 
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  課長級以上の職員が事業者等から受けた贈与等又は報酬支払についての報告書（以

下「贈与等報告書」といいます。）の提出件数等 

課長級以上の職員は，事業者等から 1 件５，０００円を超える贈与等又は報酬支払

を受けたときは，その利益又は報酬の価額等を記載した贈与等報告書を任命権者に提

出しなければなりません。 

平成２０年度における贈与等報告書の提出件数は，次のとおりです。 

   （単位：件） 

注１ 事業者等とは，法人その他の団体及び事業を行う個人をいいます。 

２ 会食には，それに伴い提供された物品の贈与を含みます。 

３ 閲覧請求の対象となるものの件数とは，倫理条例第１０条第２項に規定する贈与等により受

けた利益又は報酬支払により受けた報酬の価額が，１件につき２０，０００円を超える贈与等

報告書の件数をいいます。 

 

  利害関係者からの倫理条例において禁止された行為の働き掛けに係る報告書の提出

件数等 

職員は，利害関係者から倫理条例の規定により禁止された行為の働き掛けがあった

ときは，その旨を倫理監督職員（職員の倫理を監督し，倫理の保持に関する必要な指

導，助言等を行う職員のことをいいます。）に文書で報告しなければなりません。  

平成２０年度において，当該報告書の提出事案は，ありませんでした。 

左の内容別内訳 

局名等 
提 出 

件 数 

金 銭 

の 贈 

与 

有 価 

証 券 

の 譲 

受 け 

有 価

証 券

以 外

の 物

品 の

贈 与

不 動

産 の

贈 与

役 務

の 提

供 

会 食 うち閲覧

請求の対

象となる

ものの件

数 

（参考） 

平成 19 年

度におけ

る提出件

数 

 

 

市 長 

部 局 等 
２４５ ０ ０ ０ ０ ０ ２４５ ０ ２１２

消 防 局 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

交 通 局 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

上 下 

水 道 局 
１ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

教 育 

委 員 会 
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

合計 ２４６ １ ０ ０ ０ ０ ２４５ ０ ２１２
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２ 営利企業等の従事許可の状況 

地方公務員法では，職員は任命権者の許可を受けなければ，営利を目的とする会社の

役員などに就任すること，営利を目的とする私企業を営むこと，報酬を得て他の事務，

事業に従事することが禁止されています。そして,任命権者は，職務専念義務が損なわれ

ないこと，職務の公正が確保されること及び職員の品位が維持できる場合のほかは，許

可をしてはならないこととされています。 

任命権者の許可を受けている例としては，職務上得られた知識や経験を活用し，大学

などの教育機関での講義や専門書等の執筆を行う場合などがあります。 

平成２０年度における営利企業等への従事許可の状況は，次のとおりです。 

 

（単位：件）      

区     分 許 可 件 数 

市 長 部 局 等  ３７７ 

消 防 局 ５ 

交 通 局 ４ 

上 下 水 道 局 ３７ 

教 育 委 員 会 １７ 

合     計 ４４０ 
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３ 公正な職務の執行の確保について 

職員が職務の執行に際し受けた要望に誠実かつ公正に対応するとともに，不正な要望

や不正な言動を伴う要望に対しては，組織を挙げてき然と対応することを目的とし，「京

都市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例」を制定し，平成１９年１０月１日か

ら施行しています。 
本条例では，書面で提出された場合及びその場で用件が終了し改めて対応する必要が

ない場合（不正な要望等でない場合に限る。）を除き，すべての要望を書面に記録し，組

織的に対応するとともに，不正な要望等や不正な言動を伴う要望等に対しては，要望者

への警告，捜査機関への告発等の必要な措置を講じることとし，これらの措置を講じた

場合は，京都市公正職務執行審議会に報告し，審議することが定められています。 

平成２０年度における要望等の件数は， のとおりです。また，要望等のうち，不正

な要望等又は不正な言動を伴う要望等の内容及び講じた措置は， のとおりです。 

 

  要望等の件数  

      （単位：件）  
件  数 要望者別 

分類 個人 事業者等 非営利の団体 公職者 計 

総 務 等 関 連 
３２１

（２）
１１６ １，１３０ １０８

１，６７５

（２）

税 務 ・ 財 務 関 連 ７０
１３

（１）
３８ ４

１２５

（１）

ごみ処理，リサイクル等関連 ２２７ １０ ４９ ７ ２９３

文 化 ・ 市 民 生 活 関 連 
７４０

（２）
３７ ６６５ ２３

１，４６５

（２）

産 業 観 光 関 連 ７３ １０
３０

（１）
１１

１２４

（１）

福 祉 関 連 
２１４

（５）
５０ ２５５ ０

５１９

（５）

保 健 ・ 環 境 保 全 関 連 
１５２

（３）
６２ ４３ ３

２６０

（３）

住 宅 ・ ま ち づ く り 関 連 
１６１

（１）

２３

（１）
１６２ ９

３５５

 （２）

道 路 ， 公 園 等 関 連 １，１８４ １５３ ３５５ ４２９ ２，１２１

消 防 関 連 ９３８ ２８ ５ ７ ９７８

交 通 関 連 ３２０ ０ ２５ ０ ３４５

上 下 水 道 関 連 ６５ １４ ６ ０ ８５

教 育 関 連 ９３ ２１ １４５ ９ ２６８

合      計 
４，５５８

（１３）

５３７

（２）

２，９０８

（１）

６１０ ８，６１３

（１６）
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注１ （ ）内は，不正な要望等又は不正な言動を伴う要望の件数で，内数です。 

  ２ 上記の要望等の件数については，以下のものを除いています。 

     書面により提出された要望等のうち，申請としてなされたもの（住民票の交付申請等） 

     公職者（国，他都市，市会議員等）からの資料要求 

     市会議員から本会議及び委員会でなされた要望等 

 

   不正な要望等又は不正な言動を伴う要望等の内容及び講じた措置 

 

年月 事案の概要 講じた措置内容 

要望者は他病院の紹介状を持参して来

院したが，初診窓口の職員が外来受付に行

くよう伝えたことに対し，他病院での説明

と異なる案内をされたと立腹した。職員が

当院の受付手順を説明しようとしたが，要

望者は威圧的な態度で，気分を害したので

今日は受診できないと言い，職員に対して

損害賠償を請求しようとした。 

 警察に通報した。 
 警察及び職員の説得により，要望

者は落ち着き，診療と検査を受けて

帰宅した。 

要望者が来院し，応対した職員に，具体

的な内容は言わず，相談に乗ってほしいと

要望した。 
職員が相談室に案内する途中に突然要

望者が職員に飛び掛かり，暴行した。 

 警察に通報した。 
要望者は警察に現行犯逮捕され

た。 

平成 20 年 4 月 

要望者の親族から，要望者の印鑑登録申

請を，委任状なしで受け付けるようにとの

要望があった。 
代理人による申請には委任状が必要で

あると説明したところ，その後，要望者本

人を連れて再度来庁した。要望者にも同じ

説明を行ったが，要望者は納得せず，職員

に暴行し，執務室内の備品を損傷させた。

 警察に通報した。 
 要望者は警察に外に連れ出され

た。 
 印鑑登録については，要望者本人

の確認ができたため，即日処理を行

った。 
 警察には後日，被害届を提出した。

平成 20 年 6 月 近隣住民である要望者から，サークルの

演奏による騒音に対する苦情及び防止の

ための対応を求める要望があった。 
職員から謝罪し，演奏者への指導を行っ

た旨を説明したが，要望者は納得せず，威

圧的な態度で要望を長時間繰り返し，要望

は深夜に及んだ。 
 
 
 

 暴行行為に及ぶ危険性もあったた

め，警察に通報した。 
 到着した警察を交じえて協議し，

翌日再度話し合ったが，要望者は納

得せず，他課へも同様の要望を繰り

返したため，これ以上の対応はでき

ないと説明した。 
 騒音については，活動場所を地下

に移し，発生を防いだ。 
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年月 事案の概要 講じた措置内容 

要望者から他課職員の対応が違法である

ので対応するよう要望があった。 
事実を確認したが，違法性はないと回答

したところ，要望者は同様の要望を繰り返

し，激高した。恫喝やテーブルを叩く行為

があり，要望が長時間に及んだため，退去

を求めたが，これに応じず，脅迫的な発言

を行った。 

警察に通報したが，要望者は警察

が到着する前に退去した。 
その後他課へも同じ用件で繰り

返し訪れたため，必要に応じて警察

へ通報した。 

平成 20年 6月 

要望者は，他課において脅迫や暴行を受

けたと主張し，損害賠償を支払うよう要望

した。 
職員が，該当課に伝える旨を説明したが，

要望者は納得せず，その後も繰り返し来庁

し，同様の要望を繰り返す中で，大声で金

銭を要求し，机を叩く行為があったため，

退去を求めたところ要望者は退去した。 
以後面談の要求があったが，威圧的な言

動があったことから面談を拒否していたと

ころ，後日，突然要望者が訪れ，大声で発

言を繰り返し，執務室内に座り込みを継続

し，退去しなかった。 

 警察に通報した。 
 警察とともに退去を説得した結

果，説得に応じ，退去した。 

要望者から滞納分の納税計画について，

検討期間を大幅に延長してほしいと要望が

あった。 
度々の督促に応じてこなかったことか

ら，受け入れられない旨説明したところ，

要望者は激高し，職員に暴行した。警察に

通報する旨警告したところ，一旦要望者は

落ち着いたが，再び要望を繰り返して激高

したため，退去を求めたが，これに応じな

かった。 

警察に通報した。 
要望者は警察に事情聴取された

後，逮捕された。 
 

平成 20年 7月 

集会に反対する団体が，主会場の貸出許

可の取消しを求める抗議活動を行っている

最中，対応責任者である職員宛に脅迫文書

とライフル銃の実弾１発が郵送された。 

 受領後すぐに警察に通報し，後日

被害届を提出した。 
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年月 事案の概要 講じた措置内容 

平成 20 年 8 月  申請書の添付書類に不足があったた

め，電話で提出を求めたところ，要望者

は提出の必要はないと主張し，職員に暴

言を吐いた。 
その後，要望者が来庁し，再度暴言を

吐き，椅子を蹴り，職員に暴行した。 

 警察に通報する旨警告したとこ

ろ，要望者は退去した。 

平成 20 年 9 月  生活保護受給者である要望者は転居す

るに際し，敷金等を支給するよう要望し

た。 
転居することにやむを得ない事情が認

められない等，敷金の支給要件を満たさ

ない旨を説明したところ，要望者は納得

せず，職員に暴行した。 

 警察に通報した。 
 要望者は警察に現行犯逮捕され

た。 

平成 20 年 10 月  要望者の自宅を訪問中，生活保護費の

振込日が金融機関の休業日によって変わ

るのは市の不手際だと主張し，暴言を吐

き，木刀で職員を殴打した。 

職員は即座に訪問者宅を辞去

し，即日警察に告発した。 
後日，要望者に対し，謝罪を求

めた。また，治療費全額を請求す

るための手続を行った。 
平成 20 年 11 月  生活保護受給者である要望者から，身

体の不調の訴えがあり，大病院に通院す

るための移送費を支給するよう要望があ

ったが，まずは最寄りの医療機関で診察

し，その結果を踏まえて必要な治療を受

けるよう指示した。 
その後要望者が自主的に大病院で検査

を受けた結果，異常が見つかったたため，

大病院への通院が認められなかったこと

により，不自由な生活を余儀なくされた

責任を取るよう要望した。 
 これに対して職員が説明している際に

机を叩く等の威圧的行為を繰り返した。

威圧を受けている状態では面接

できないと警告したが，興奮状態

が継続したため，面談の中止を伝

え退去を命じた。 
移送費については，大病院から

の意見書を踏まえ，当該病院への

通院が必要であったと認められる

期間については支給することとし

た。 
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年月 事案の概要 講じた措置内容 

平成 20 年 12 月  要望者から，工事を行う際にガードマン

を配置するよう要望があった。 
 当該工事は安全確保上の問題はなくガー

ドマンを配置する必要がないことや，工事

請負会社の監視の下行う旨説明したが，要

望者は納得せず，配置しなければ工事を止

めさせるという脅迫的発言を繰り返した。

警察と協力体制を取りつつ，要

望者に繰り返し説明を重ねること

で要望は終息し，最終的に要望者

も協力的な姿勢を見せ，予定どお

り工事を行った。 

 建設予定地の除却工事を行っている際

に，近隣住民である要望者から，除却工事

による廃棄物の処分方法等について要望が

あった。 
 要望を受けた職員から，工事担当課に確

認する旨返答したが，要望者は納得せず，

暴言を吐き，職員に暴行し，工事の停止を

要望した。 
 その後，電話でも同様の要望があった。

暴行については，警察に通報す

ることを警告した。 
後日の電話の後，警察に相談し

たうえで告発を行った。 

平成 21 年 2 月 

 要望者とその親族について，期限を設け

て就労指示を行ったが，期限内に就労せず，

弁明の機会を与えたものの，親族について

は正当な理由が述べられなかったため，生

活保護の対象から外す旨説明した。 
要望者は説明に納得せず，激高し，窓を

叩き，椅子を持ち上げようとする行為に及

んだため，退去命令を行ったが退去しなか

った。 

警察に通報した。 
要望者は警察に外に連れ出さ

れ，事情聴取を受けた。 

平成 21 年 3 月  要望者は，一時保護中の子を引き取るた

め来所したが，担当職員が電話中であった

ため，約１０分程度待機させられたことに

激高し，大声を出した。 
 担当職員が待たせたことを謝罪しても納

得せず，制止しようとした他の職員に暴行

した。 

 警察に通報した。 
 警察に通報したと告げた頃から

落ち着きを取り戻し，最終的には

穏やかになり，子を引き取って帰

って行った。 
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４ 公益通報の処理状況 

公益通報者保護法に基づき，公益のために通報を行った労働者を保護するとともに，

本市における法令遵守を確保するため，平成１８年４月から公益通報処理窓口を設置し，

労働者や本市職員からの通報を受け付けるとともに，必要な調査を行っています。また，

本市の法令違反行為に関する通報については，平成１９年１０月から，市役所外部に通

報相談員（弁護士）も設置しています。 

なお，本市に処分等の権限がない，又は匿名通報である等の理由から，公益通報に該

当しないものであっても，公益通報の取扱いに準じて，調査のうえ適切に対処していま

す。 

平成２０年度における公益通報等の状況は，以下のとおりです。 

 

公益通報等の受付状況及び処理状況（全任命権） 

                      （【 】内は外部窓口の受付件数で内数） 

 受付件数 通報事実を確
認した件数 

職員の処分に
至った件数 

平成１９年度
の受付件数
（参考） 

内部通報 ２６  【１１】    ５    １ ２８ 

外部通報    ２    １    －    ３ 
公
益
通
報 

小計 ２８  【１１】    ６    １ ３１ 

内部通報に 
準じるもの １３２  【１２】 ２６    ３ １２６ 

本市が
処理権
限を有
するも
の 

外部通報に 
準じるもの    ５    ０    －    ２ 

本市に処理権限が 
ないもの    ２    －    －    ３ 

そ
の
他
の
通
報 

小計 １３９  【１２】 ２６    ３  １３１ 

合計 １６７ 【２３】 ３２  ４  １６２ 

注１ 内部通報とは，本市の行政運営上の法令違反行為等を対象とする通報をいいます。 
２ 外部通報とは，国民の生命，身体，財産等の保護にかかわる４２５（平成２１年３月末時点）

の法律（食品衛生法等）に規定する犯罪行為，法令違反行為で，本市が処分等の権限を有するも

のを対象とする通報をいいます。 
 

（主な通報内容） 

・勤務態度不良に関すること。         ・諸給与の不適正受給に関すること。 

・業務における不適切な事務処理に関すること。 ・副業行為に関すること。 

・公務外非行に関すること。 
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5 ハラスメント防止の取組の状況 

セクシュアルハラスメント（職場において，性的な言動によって，他の人を不快にさ

せること。）を防止し，快適な就業環境を確保するため，平成１１年４月に「京都市セク

シュアルハラスメント防止に関する方針」を策定し，セクシュアルハラスメント防止の

啓発や，具体的な事案が発生した場合の適切な対応等の周知徹底に努めています。 

具体的な取組としては，啓発ポスターやリーフレットによる職員への周知に加え，専

任相談員が職員のセクシュアルハラスメントに関する苦情相談に対応するセクシュアル

ハラスメント相談窓口や，セクシュアルハラスメントに関する苦情を審議し，公正な処

理を行うためのセクシュアルハラスメント調査委員会を設置しています。 

（参考） 

平成２１年度からは，相談窓口を拡充し，パワーハラスメント（職権等を背景に，

本来の業務の範ちゅうを超えて，継続的に人格と尊厳を傷つける言動を行い，働く環

境を悪化させること。）に関する苦情相談にも対応することとしました。 

 

平成２０年度にセクシュアルハラスメント相談窓口に寄せられた相談等の状況は，以

下のとおりです。 

 

 セクシュアルハラスメント相談窓口への相談の状況 

                      （単位：件） 

種 別 来 室 電 話 計 
事案の状況 

性的関心など ２（５） １（１） ３（６）
同一職場 ３（５）件

職 場 外 １（１）件

性別役割分担 １（０） ０（０） １（０）
相談者の内訳 

そ の 他 ０（０） ０（０） ０（０）
女 性  ３（２）件

男 性  １（４）件

計 ３（５） １（１） ４（６）  

注１ 「性的関心など」とは性的言動によるセクシュアルハラスメントに関する相談を，「性別

役割分担」とは性差別的な意識や言動によるものをいいます。 

   ２ （  ）内は，平成１９年度の件数です。 

   ３ セクシュアルハラスメント調査委員会の開催はありませんでした。 
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６ 服務規律の徹底と公務員倫理の高揚に向けた取組の状況 

「信頼回復と再生のための抜本改革大綱推進本部」の下，職員不祥事根絶のための

改革に取り組んだ結果，不祥事を抑制する仕組みが一定構築され，職員の意識も大き

く変わりました。このため，平成２０年８月に同本部を発展的に解消し，新たに「全

庁“きょうかん”推進本部」を設置し，不祥事の根絶にとどまらず，更なる職員の意

識改革，組織風土の刷新，公務員倫理の高揚に向けた取組を全庁挙げて実施してきま

した。 

平成２０年度に取り組んだ主な内容は，以下のとおりです。 

 

   服務監察の徹底 

   公正かつ適正な職務の執行を確保するため，職員の服務の状況や服務に関する法令

違反について職員を監察する「服務監察」を行っています。 

「京都市職員の服務監察に関する規則」に基づき，服務監察の体制及び服務監察を

担当する職員の権限を明確に定めています。また，平成２０年度中に，各局区等の服

務監察担当職員による職場巡察を延べ６，６６１回行いました。 

（参考） 

平成２１年４月に，新たに「京都市監察規則」を定め，「服務監察」に加え，各局

等の事務事業に関する法令違反等について監察する「業務監察」を行うこととしま

した。 

 

  服務監察体制の再編 

平成２０年４月，服務監及び市長部局の監察担当の部課長級職員を消防局，交通局

及び上下水道局の監察部門に併任させ，市長部局と各任命権の一層の連携を図りまし

た。同年８月には，庁内改革と人材育成を総合的に推進するため，人材活性化政策監

を設置し，服務監の兼職としました。 

  （参考） 

    平成２１年４月に，服務監を廃止し，人材活性化政策監の職務に統合することと

しました。また，「総務局監察室」を廃止し，服務監察及び業務監察等を担当する「行

財政局コンプライアンス推進室」を設置しました。 

 

  服務監察会議等の開催 

服務規律の徹底と公務員倫理の高揚に向けた取組を円滑かつ総合的に推進するため，

次のとおり，京都市服務監察会議等を開催しました。 
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会 議 名 
開催 
回数 

局  名  等 

京都市服務監察会議（注） ２ 全部局 
全庁“きょうかん”推進本部会議 １ 全部局 
全庁“きょうかん”推進部会 ４ 全部局 
所属長会議 ※すべての課長及び署長等が出席する会議 ３ 消防局 
副署長会議（監察員会議） １ 消防局 
きょうかん推進委員会 服務監察部会 ６ 交通局 
監察員会議及び拡大庶務担当課長会議 １２ 上下水道局 
服務監察員会議 ３ 教育委員会 

  注 平成２０年８月に，「京都市服務監察会議」を廃止し，「全庁“きょうかん”推進部会」に移行

しました。 

 

  服務規律の徹底，公務員倫理の高揚に向けた主な取組 

  ア 同一職場長期在職者の解消 

    停滞した職場風土の刷新を図るため，同一職場の長期在職者に対して，大幅な人

事異動を実施し，平成２０年度中に解消しました。 

 

イ 技能・労務職業務の再構築 

平成１９年４月から，建設局において各所属の運転手を集約し，運転手業務の効

率的な運用を実施しています。また，平成２０年３月，区役所・支所作業員業務マ

ニュアルを策定し，作業員業務の一層の効率化を図りました。 

なお，同年４月には，区役所及び区役所支所に配属されている作業員をより効果

的・効率的に活用するとともに，市民サービスの向上を図るため，文化市民局に「サ

ービス事業課」を設置し，職員の配置を見直しました。 

また，平成２１年４月には，コミュニティセンターの廃止に伴い，同センターに

所属する作業員のサービス事業課への異動を行いました。 

 

  ウ 公租公課を滞納する職員への指導 

    平成１９年４月から，市税等を滞納し，徴収部局による納入指導にも従わない職

員に対して，当該職員が属する局区等の監察部門が滞納解消のための直接指導等を

行う仕組みを構築し，厳しい指導を行っています。 

 

エ 病気休務の取得等の厳格化 

病気休務制度の濫用を防止し，「療養」と「公務能率」のバランスを確保するとと

もに，医師との十分な連携等により円滑な職場復帰を推進するため，平成１９年１

０月，「病気休務の取得に関する取扱いについて」を制定し，病気休務や傷病による

休職を繰り返している職員に対し，指定様式による診断書の提出を求めるとともに，

指定医への受診を命じるなど，病気休務の取扱いを厳格化しました。 
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  服務規律の徹底，公務員倫理の高揚に関する主な職員研修等 

次のとおり，階層別研修等において，公務員倫理の研修を実施しました。また，平

成２０年４月以降に，すべての職場において，過去に生じた不祥事例を題材とした研

修を実施しました。 
（単位：人）  

局名等 研 修 名 受講者数 
新任係長級職員研修 ２１４

新任課長級職員研修 １２２

指導育成力向上研修 ６２１

フレッシュ・チャレンジ２年目研修 ４００

フレッシュ・チャレンジ４年目研修 ３０３

フレッシュ・チャレンジ６年目研修 ３０５

フレッシュ・チャレンジ８年目研修 ２８１

フレッシュ・チャレンジ１０年目研修 ２５０

中堅職員１５年目研修 ２９２

中堅職員２０年目研修 １５１

全部局 

中堅職員２５年目研修 １９９

全部局 
（消防局を除く。） 

新規採用職員研修 ３１２

市長の事務部局 懲戒処分を受けた職員に係る研修（再発防止研修） ６

初任教育（第 140 期） ７６

初任教育（第 141 期） １６

新任消防司令長課程 １９

新任消防司令課程 ３１

新任消防司令補課程 ５０

新任消防士長課程 ６１

新任消防副士長課程 １

専科教育（警防Ⅰ課程） １７

専科教育（警防Ⅱ課程） ２６

専科教育（予防Ⅰ課程） ８１

専科教育（予防Ⅱ課程） １１

専科教育（火災調査Ⅰ課程） ３４

専科教育（火災調査Ⅱ課程） １５

専科教育（救助Ⅰ課程） １０２

専科教育（救助Ⅱ課程） １４

専科教育（特殊災害Ⅰ課程） ２９

専科教育（特殊災害Ⅱ課程） ３０

消防局 

専科教育（救急課程） １１０

 
 



- 53 - 

局名等 研 修 名 受講者数 
市バス運転士セミナー ２５０

市バス新採運転士研修 ４８

自動車検査技師研修 ６

高速車掌養成研修 １２

高速運転士養成研修 １０

高速助役養成研修 ３

交通局 

管理監督職員指導力向上特別研修 １４６

新規採用職員２次研修 ５１

懲戒処分を受けた職員に係る再発防止特別研修 １２

上下水道局 

モチベーションアップ研修 １１６

採用 1 年目教職員研修 ２７０

採用 10 年目教職員研修 ５０

全市校園長会 ２８４

新任校園長研修 ６０

新任教頭事務長研修 ７０

管理用務員研修 ４８６

教育委員会 

給食調理員研修 ５１９

 

 

  綱紀の厳正な保持等に関する通知 

次のとおり，通知等により，綱紀の厳正な保持等について職員に周知しました。 
 

年月日 件名及び主な内容 局 名 等 

H20. 6.30 任意団体等における計理事務の再点検等について 

（服務監通知） 

全部局 

H20. 7. 4 職員が贈答品や接待を受けることの禁止措置について

（服務監通知） 

全部局 

H20. 8.12 個人情報の厳格な取扱いの徹底について（服務監通知） 全部局 

H20.10.15 飲酒運転の禁止の徹底について（服務監通知） 全部局 

H20.12.10 年末年始に当たって（依命通達） 全部局 

H21. 1.13 年次休暇の少ない職員への指導強化について（服務監通

知） 

全部局 

H21. 3.26 人事異動に伴う課題等の引継ぎの徹底について（服務監

通知） 

全部局 
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第６章 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

地方公務員法では，任命権者は勤務能率の発揮及び増進のために，職員に研修を受

ける機会を提供しなければならないとされています。この規定に基づき，各任命権者

において様々な研修を実施しています。また，同法では，任命権者は職員の執務につ

いて定期的に勤務成績の評定を行い，その評価に応じた措置を講じなければならない

とされています。 

地方公共団体の事務を能率的かつ効率的に執行することは，住民の福祉増進のため

にも必要不可欠です。最小の経費によって最大の効果を挙げるためには，職員一人ひ

とりの能力を開発することや，職員の勤務の実績を正しく評価することが必要となり

ます。 

１ 職員の研修の状況 

平成２０年度における研修の実施状況は，次のとおりです。 

 

  職員研修センター研修 

ア 集合研修 

   (ア) 市長部局等 

各任命権者と統合して，採用時や昇任時などに実施した階層別研修，政策形成

能力や業務遂行能力等の向上を図るために実施した能力開発研修などの集合研修

の講座数及び受講者数は，次のとおりです。 

受講者の内訳 
 

市長部局等 消防局 交通局 上下水道局 教育委員会

講 座 数 ４４ 

受講者数（人） ６，４７１ 
４，５７３ ６６３ ２０７ ８０９ ２１９

 

   (イ) 消防局，交通局，上下水道局及び教育委員会 

     上記以外に，各任命権者で必要に応じて実施した集合研修の講座数及び受講者

数は，次のとおりです。 

 合計 消防局 交通局 上下水道局 教育委員会

講 座 数 ３１２ ２４ ３１ ２５ ２３２

受講者数（人） ４３，１０２ １，８１５ ８７９ １，４０７ ３９，００１

    注 教育委員会では，学校・幼稚園の教職員を対象にした研修を実施しています。 
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イ 派遣研修 

   各任命権者において実施した講習会などへの派遣研修の状況は，次のとおりです。 

 合計 市長部局等 消防局 交通局 上下水道局 教育委員会

派 遣 

研修先数 
１７３ ７ ９ ６ １４３ ８

受講者数（人） ３２７ ８ ９ ７ ２７９ ２４

 
 

  所属別研修 

ア 集合研修 

部や課，事業所などの所属において，所管する事務事業を的確かつ円滑に推進す

るために実施した研修の回数及び受講者数は，次のとおりです。 

 合計 市長部局等 消防局 交通局 上下水道局 教育委員会

回 数 ２，８５３ １,８９８ ４０ １０５ ７３９ ７１

受講者数（人） ７１，７５４ ４９,４８７ ４，６６７ ３，８５９ １２，６９０ １，０５１

 

イ 派遣研修 

部や課，事業所などの所属において実施した学校，講習会，研修会等への派遣研

修の回数及び受講者数は，次のとおりです。 

 合計 市長部局等 消防局 交通局 上下水道局 教育委員会

回  数 ６６１ ５７７ １２ １２ ０ ６０

受講者数（人） １，３０３ ９５１ １０１ １０６ ０ １４５

   注 上下水道局における派遣研修は，すべて局において実施しています。 
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２ 懲戒処分を受けた職員に係る研修等について 

懲戒処分を受けた職員を対象として，公務員倫理等を再徹底し，再度懲戒処分を受け

ることのないよう意識改革を図ることを目的として研修及び継続的な指導を行うため，

平成１８年９月に「懲戒処分を受けた職員に係る研修等の実施に関する要綱」を策定し

ました。処分発令後，直ちに，公務員倫理や服務規律等に関する研修を行い，研修終了

後は，所属長が当該職員の服務等の状況を継続して監察し，必要な指導を行います。ま

た，職員の意識改革が不十分であると判断される場合には，再研修を行うこととしてい

ます。 

 ※ 再発防止研修の２０年度実績（市長部局分）     受講者数     ６人 
 
 
 

３ 職員の勤務成績の評定の状況 

平成１８年度から，「部・課長級職員に係る人事評価制度」を本格実施しています。こ

の人事評価制度は，能力評価と業績評価で構成しており，このうち業績評価については，

目標管理の手法を導入しています。 

 

 

 

 



 - 57 -

第７章 職員の福祉及び利益の保護の状況 

職員の健康の保持増進を図るとともに，職場の安全を確保するため，「労働安全衛生

法」をはじめとする法令等に基づき，安全衛生を管理するための体制や作業環境の整

備，健康診断などを実施しています。また，公務や通勤途上の災害に被災した職員に

対し，「地方公務員災害補償法」に基づき，療養補償，休業補償，障害補償などの各種

補償を行っています。 

このほか，職員の相互共済及び福利増進などを目的として，退職準備講座等を実施

しています。 

 

 

１ 職員の安全・衛生管理について 

  職員の健康診断実施状況 

（市長部局等：平成２０年度）   

種  類 受診者数（人） 

一般職員 ７，８９６一般定期 

健康診断 深夜業務等従事職員 延べ５，０４４

雇入時健康診断 ２９６

結核経過健康診断 延べ６６

ＶＤＴ作業従事者 ８，４１５

保育士等職員 ８１５

電離放射線 ４７３

有機溶剤 １２２

Ｂ型肝炎 １，０５７

腰部機能検査 １，７６２

特殊健診 

破傷風予防接種 １１

 

 

  メンタルヘルスの取組状況 

   心の病により休職に至る職員が近年著しく増加するなど，メンタルヘルスに関して

厳しさを増しつつある本市の現状に対応するため，平成１９年３月，「第２次京都市職

員のメンタルヘルスケアプラン」を策定しました。このプランに基づいて次のような

取組を実施しています。 
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ア 相談体制の整備 

   (ア) 職員相談室の設置・運営 

月，金曜日 水曜日 火，木， 
第 1･3･5 土曜日

第 2･4 土曜日 
時間／曜日 

13:30～16:30 17:00～20:00 9:30～12:30  9:30～12:30 
13:30～16:30 

(イ) 管理監督者相談の開設 

毎週火，金曜日 毎週水曜日 毎週木曜日 
時間／曜日 

13:30～16:30 14:00～17:00 9:00～12:00 

  イ 教育研修等 

(ア) セルフケア支援研修 

・心とからだの健康セミナー 

・ストレス耐性向上研修（平成２０年度から職員研修センターが実施する研修

の一科目として実施） 

(イ) ラインによるケア支援研修 

・メンタルヘルス基礎講座（職員研修センターが実施する新任課長級職員研修

の一科目として実施） 

     ・メンタルヘルス実践講座（課長級必修） 

・新任係長級職員メンタルヘルス研修（職員研修センターが実施する新任係長

級職員研修の一科目として実施） 

・過重労働対策に関する研修会 

(ウ) その他 

・庁内健康管理スタッフ支援研修 

・メンタルヘルスケアに関する情報をホームページを通じて提供 

  ウ セルフケア支援 

   (ア) 人事異動後の職員を対象とした面談の実施（課長補佐級以下の職員を対象） 

   (イ) ホームページを通じてストレスチェックシートを提供 

   (ウ) 専門機関によるストレスチェック事業（希望者） 

  エ 休職者の職場復帰，復職者の再発防止支援 

(ア) 健康管理医又は精神科嘱託医による復職前面談の実施 

(イ) 健康管理医又は精神科嘱託医による復職後面談の実施 

(ウ) 職場におけるリハビリテーションの実施 

 

 

  公務災害補償の状況 

平成２０年度における公務災害及び通勤災害の認定件数は，次のとおりです。 

（単位：件）    

区  分 件  数 

公 務 災 害 ２４６ 

通 勤 災 害  ４７ 
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２ 職員の福利厚生について 

  福利厚生のための各種団体 

ア 財団法人京都市職員厚生会 

職員の互助共済及び福利増進を目的として，「京都市職員厚生会条例」に基づき，

設置している団体です。 

区 分 概 要 

会員数 １１，３９２人（平成２１年４月現在） 

会費率 ― 

事業主負担率 ― 

給付事業 
慶弔金及びり災給付金等の支給，資金の貸付け，生命保険や

損害保険の取扱い 

厚生事業 
文化体育活動や余暇の活用に対する支援，直営保養所の管理

運営 

事

業

内

容 
購買事業 物品のあっせん等 

   （注） 平成２１年度から平成２３年度までの３年間，会費及び事業主負担については凍結して

います。 

＜参考＞地方公務員法（抄） 

第４２条 地方公共団体は，職員の保健，元気回復その他厚生に関する事項について計

画を樹立し，これを実施しなければならない。 

京都市職員厚生会条例（抄） 

第１条 本市は市職員の互助共済並に福利増進を図る為市職員（略）をして京都市職員

厚生会（略）を組織せしむ 

 

※ 上記の事業内容等については，財団法人京都市職員厚生会のホームページにおいても掲載 

しています（http://www.kyotocity-kouseikai.jp）。 

 
イ 京都市健康保険組合 

    被保険者及びその被扶養者の業務外の事由による疾病，負傷等に関して保険給付

を行うことを目的とし，「健康保険法」に基づき設置している団体です。   
区 分 概 要 

被保険者数 １７，２４０人（平成２１年４月現在） 

保険料率 
標準報酬月額の７１．９０／１，０００ 

（事業主：３５．９５／１，０００ 被保険者：３５．９５／１，０００

保険給付 
職員（被保険者）及びその被扶養者の業務外の事由による疾

病，負傷，死亡又は出産に関する保険給付 
事
業
内
容 保健事業 人間ドック，脳ドック，がん検診，歩こう会等 

   ＜参考＞健康保険法（抄） 

第６条 健康保険組合は,その組合員である被保険者の保険を管掌する。 

第８条  健康保険組合は，適用事業所の事業主，その適用事業所に使用される被保険 
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者及び任意継続被保険者をもって組織する。 

※  上記の事業内容等については，京都市健康保険組合のホームページにおいても掲載して

います（http://kyotocity-kenpo.jp）。 

 

   ウ 京都市職員共済組合 

    組合員及びその遺族に対する給付事業等を実施するため，「地方公務員等共済組合

法」に基づき設置している団体です。 
      区      分                  概              要 
     組合員数 １４，０９５人（平成２１年４月現在） 

短     期 長     期 
掛金・負担金率 

一般職 特別職 一般職 特別職 
給  料 1.69375 1.355 92.5 74 

掛 金 率 
期末手当等 1.355 1.355 74 74 

給   料 1.95625 1.565 133 106.4 
負担金率 

期末手当等 1.565 1.565   106.4 106.4 

長期給付事業  共済年金（退職給付，障害給付，遺族給付）等の給付 
短期給付事業  育児休業手当金，介護休業手当金の給付 

事
業
内
容 福祉事業  住宅貸付，災害貸付 

（注） １ 掛金・負担金率は，千分比（平成２１年４月１日現在） 

２ 掛金率，負担金率については，地方公務員共済組合連合会定款，京都市職員共済組

合定款及び関係法令により定められています。 

なお，率は平成２１年９月に変更しました。 

＜参考＞地方公務員法（抄） 

第４３条 職員の病気，負傷，出産，休業，災害，退職，障害若しくは死亡又はその

被扶養者の病気，負傷，出産，死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うための

相互共済を目的とする共済制度が，実施されなければならない。 

地方公務員等共済組合法（抄） 

第３条 次の各号に掲げる職員の区分に従い,当該各号に掲げる職員をもつて組織する 

当該各号の地方公務員共済組合（略）を設ける。 

(略) 

五 地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(略)の職員(略) 
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  退職準備講座等の実施状況（平成２１年４月１日現在） 

財団法人京都市職員厚生会に委託し，下記の事業を実施しています。 

ア 退職準備のための講座（平成２１年度実施予定） 

種 別 対象者 目 的 

ライフプランセミナー 

（生涯生活充実講座） 

40～49 歳の

職員で希望者

在職中から退職後を展望した生活設計が行える

よう，生きがい，健康管理，家庭経済などについ

て考える。 

ライフプランセミナー 

（退職準備講座） 

50～59 歳の

職員で希望者

残りの在職年数が 10 年未満となる中，退職後の

より良い生活設計が行えるよう，生きがい，健康

管理，家庭経済などについて考える。 

ニューライフセミナー 

（退職直前講座） 

定年退職 

予定職員 

退職後の生活設計，健康管理，再就職問題など

について考える。 

 

イ 広報誌の発行 

    ライフプラン支援冊子「はつらつライフ」 

     

ウ ライフプラン相談室の運営 

 設置場所  中京区土手町夷川上る末丸町２８４ 

   予約受付時間  午前９時から午後５時まで（職員会館かもがわ営業日） 

   相談内容及び相談時間   

相談内容 日  時 相談時間 

法律相談 

毎月第２及び第４火曜日

並びに第２土曜日 

13：30～16：30 

１回当たり４０分程度

生活設計・資産運用相談 

（年金，保険，教育・ 

住宅・老後資金等） 

毎月第２，第４金曜日 

並びに第３・第４土曜日

13：30～16：30 

１回当たり４０分程度

 

 

 



 
第Ⅱ部 

人事委員会における業務の状況 
 

「京都市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」第３

条に基づき，京都市人事委員会が，市長へ報告するために作

成したものです。 
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まえがき 

京都市人事委員会は，「地方公務員法」に基づき京都市が設置した，独立した人事行政の

専門機関です。同法は，人事委員会に対して次の権限を与えており，当委員会は，これら

に基づく業務を行っています。 
１ 専門的・中立的な人事機関として，職員の採用試験及び選考を実施する権限 
２ 専門的・中立的な人事機関として，人事行政の運営について市長等への報告，勧告

等をする権限 
３ 独立した行政機関として，法律又は条例に基づき人事行政に関する規則を制定する

権限 
４ 職員と本市との間に法律上の紛争が生じたときに審査・裁定等を行う権限 
 

第１章 職員の採用試験及び選考の状況 

第１節 採用試験 

１ 採用試験の概要 

平成２０年度の採用試験について，表１－１及び１－２のとおり実施しました。平

成２０年度は，主に以下の５点について新たな取組を行いました。 

１ 上級Ⅰ一般事務職採用試験において，民間面接官を起用しました。 

２ 一般技術職において，農業，農林整備，環境の職種を新設し，５月に上級Ⅰの

採用試験を実施しました。 

３ 大学院生を対象とした上級Ⅱの試験区分を新設し，９月に初めて採用試験を実

施しました。 

４ 経験者の試験区分において青年海外協力隊等活動経験者を新設し，１１月に採

用試験を実施しました。 

５ 民間企業等職務経験者採用試験において，受験資格である年齢要件を撤廃し，

１１月に試験を実施しました。 
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表１－１ 平成２０年度採用試験の種類，受験資格及び実施日程 

試験 

区分 
職種 受験資格 

第1次 

試験日 

第2次 

試験日 

第 3 次 

試験日 

合格 

発表日 

一般事務職 
昭和57年4月2日～62年4

月1日に生まれた方 

7月29日～

8月5日 

8月21日～

24日 

一般技術職 

(畜水産除く) 

昭和55年4月2日～62年4

月1日に生まれた方 

6月29日 
8月13日～

20日 

 
8月29日 

一般技術職 

（畜水産） 

昭和55年1月20日～62年1

月19日に生まれた方 
11月30日 12月10日

 
12月15日

消防職Ａ 
昭和56年4月2日～62年4

月1日に生まれた方 

 
9月5日 

上 

級 

Ⅰ 

消防職Ｂ 
昭和55年10月2日～61年

10月1日に生まれた方 

6月29日 
8月8日～

27日  
8月26日 

上 

級 

Ⅱ 

一般事務職 

昭和 55 年 4 月 2 日以降

に生まれた方で，学校教

育法による大学院の修

士課程又は専門職大学

院の課程を修了又は修

了見込みの方（独立行政

法人大学評価・学位授与

機構法による独立行政

法人大学評価・学位授与

機構から修士学位を授

与又は授与見込みの方，

旧国立学校設置法によ

る大学評価・学位授与機

構から修士学位を授与

された方を含む） 

9 月 21 日
11月11日

～12 日 
11月26日 12月5日 

一般事務職 11月7日  

一般技術職 10月29日  中 

級 

消防職 

昭和62年4月2日～平成3

年4月1日に生まれた方 
9月28日 

10月30日

～31日 

 

11月17日

一般 

事務職 

12月20日

～21日 

1月17日～

18日 経 

験 

者 

民

間

企

業 
一般 

技術職 

昭和24年4月2日～57年4

月1日に生まれた方で，平成

14年4月1日～平成21年3

月 31 日の間に民間企業等に

おける職務経験が5年以上あ

る方（平成21年3月末現在）

11月30日

1月9日～

11日 

 1月26日 
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試験

区分 
職種 受験資格 

第1次 

試験日 

第2次 

試験日 

第3次 

試験日 

合格 

発表日 

経 

験 

者 

青

年

海

外

協

力

隊 

一般 

事務職 

昭和41年4月2日～60年4

月1日に生まれた方で，青年

海外協力隊等における活動

経験が継続して2年以上ある

方（平成21年3月末現在） 

11月30日 12月20日 1月17日 1月26日 

身
体
に
障
害
の
あ
る
方 

一般事務職 

昭和54年4月2日～平成3

年4月1日に生まれた方で，

身体障害者手帳（1級～4級）

の交付を受けていて，自力勤

務が可能な方 

9月28日 10月21日

 

11月5日 

薬剤師 

昭和54年4月2日以降に生

まれた方で，薬剤師免許を有

する方，又は，取得する見込

みの方 

 

獣医師 

昭和51年4月2日以降に生

まれた方で，獣医師免許を有

する方，又は，取得する見込

みの方 

 

保健師 

昭和54年4月2日以降に生

まれた方で，保健師免許を有

する方，又は，取得する見込

みの方 

6月29日 
8月21日～

27日 

 

9月5日 

看護師 

昭和49年4月2日以降に生

まれた方で，看護師免許を有

する方，又は，取得する見込

みの方 

9月21日 
11月11日

～13日 

 

11月25日

免 
許 

・ 

資 

格 

職 

看護師 

（経験者・ 

6 月試験） 

昭和23年10月2日以降に生

まれた方で，看護師免許を有

し，看護師免許取得後，医療

機関等における看護又は助

産業務の職務経験が1年以上

ある方（平成20年9月末現

在） 

6月29日 
7月16日～

17日 

 

7月28日 
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試験

区分 
職種 受験資格 

第1次 

試験日 

第2次 

試験日 

第3次 

試験日 

合格 

発表日 

看護師 

（経験者・ 

9 月試験） 

9月21日 
11月11日

～13日 

 

11月25日

看護師 

（経験者・ 

11 月試験） 

11月30日
1月13日～

14日 

 

1月26日 

看護師 

（経験者・ 

2 月試験） 

昭和24年4月2日以降に生

まれた方で，看護師免許を有

し，看護師免許取得後，医療

機関等における看護又は助

産業務の職務経験が1年以上

ある方（平成21年3月末現

在） 

 

 
2月8日 2月19日 

 

2月24日 

臨床検査技師 

昭和54年4月2日以降に生

まれた方で，臨床検査技師免

許及び臨床工学技士免許の

両方を有する方，又は，取得

する見込みの方 

 

栄養士 

昭和54年4月2日以降に生

まれた方で，管理栄養士免許

を有する方 

10月28日

 

11月25日

保育士 

昭和54年4月2日以降に生

まれた方で，児童福祉法によ

り保育士に登録されている

方，又は，登録される見込み

の方 

10月23日

～27日 

 

11月5日 

免 

許 

・ 

資 

格 

職 

理学療法士 

昭和54年4月2日以降に生

まれた方で，理学療法士免許

を有する方，又は，取得する

見込みの方 

9月28日 

10月28日

 

11月25日

（注） 上級Ⅰ消防職Ｂ及び看護師（経験者・６月試験）は平成２０年１０月１日採用，保育士の一部

は平成２０年１２月１日採用，上級Ⅰ一般技術職（畜水産）は平成２１年１月１９日採用であり，

それ以外はすべて平成２１年４月１日採用です。 
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表１－２ 平成２０年度採用試験実施結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終倍率

1235 ( 436 ) 1036 ( 363 ) 78 ( 30 ) 13.3

土木 103 ( 8 ) 62 ( 3 ) 17 ( 3 ) 3.6

建築 33 ( 15 ) 22 ( 10 ) 5 ( 3 ) 4.4

電気 32 ( 0 ) 22 ( 0 ) 4 ( 0 ) 5.5

機械 21 ( 1 ) 18 ( 1 ) 5 ( 0 ) 3.6

化学 28 ( 10 ) 18 ( 6 ) 4 ( 2 ) 4.5

畜水産 97 ( 53 ) 79 ( 46 ) 1 ( 0 ) 79.0

農業 28 ( 14 ) 21 ( 9 ) 4 ( 2 ) 5.3

農林整備 9 ( 1 ) 4 ( 1 ) 1 ( 0 ) 4.0

環境 89 ( 21 ) 71 ( 18 ) 12 ( 3 ) 5.9

男 8.1

女 13.0

男 9.3

女 5.0

上級Ⅱ 117 ( 47 ) 74 ( 31 ) 5 ( 4 ) 14.8

136 ( 67 ) 119 ( 57 ) 4 ( 3 ) 29.8

土木 9 ( 0 ) 8 ( 0 ) 3 ( 0 ) 2.7

建築 4 ( 1 ) 4 ( 1 ) 1 ( 0 ) 4.0

電気 4 ( 0 ) 4 ( 0 ) 1 ( 0 ) 4.0

機械 1 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) -

男 6.5

女 8.0

835 ( 204 ) 567 ( 143 ) 17 ( 0 ) 33.4

40 ( 14 ) 31 ( 11 ) 3 ( 1 ) 10.3

土木 187 ( 0 ) 124 ( 0 ) 31 ( 0 ) 4.0

建築 52 ( 7 ) 35 ( 7 ) 8 ( 4 ) 4.4

電気 46 ( 0 ) 33 ( 0 ) 13 ( 0 ) 2.5

機械 30 ( 0 ) 20 ( 0 ) 6 ( 0 ) 3.3

一般事務職 32 ( 8 ) 29 ( 8 ) 1 ( 0 ) 29.0

56 ( 33 ) 46 ( 26 ) 9 ( 6 ) 5.1

22 ( 11 ) 16 ( 8 ) 7 ( 3 ) 2.3

136 ( 128 ) 123 ( 115 ) 24 ( 23 ) 5.1

31 ( 27 ) 22 ( 19 ) 10 ( 9 ) 2.2

86 ( 75 ) 76 ( 66 ) 39 ( 36 ) 1.9

3 ( 2 ) 3 ( 2 ) 1 ( 1 ) 3.0

53 ( 49 ) 44 ( 41 ) 3 ( 3 ) 14.7

403 ( 341 ) 335 ( 282 ) 74 ( 67 ) 4.5

12 ( 6 ) 12 ( 6 ) 3 ( 1 ) 4.0

試験区分・職種 申込者数 受験者数 最終合格者数

一般事務職

上級Ⅰ

一般事務職

一般技術職

426

16

155

5

13 1

374 46

267 216

5 1

139 15

33

1

経験者

一般事務職(民間)

一般事務職(協力隊)

一般技術職

9 8

中級

一般事務職

一般技術職

(  )内は女性で内数。看護師(経験者)は6月，9月，11月，2月実施分の合算。

身体に障害のある方

免許・
資格職

薬剤師

獣医師

保健師

臨床検査技師

栄養士

理学療法士

消防職Ａ

消防職Ｂ

保育士

看護師

看護師(経験者)

消防職
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２ 試験の周知と募集活動 

採用試験の周知としては，市民しんぶん，マスコミへの情報提供及び人事委員会事

務局のホームページ等により行いました。特に，多様な人材を確保するため，新たに

大学院生や青年海外協力隊等活動経験者を対象とした採用試験については，大学院に

対して積極的に周知するとともに，ＪＩＣＡと連携した周知活動を行いました。 

また，募集活動としては，市政の魅力のＰＲのため，ポスター，パンフレット等の

配布や教育機関への採用説明等の開催，採用案内のホームページの充実などにより受

験者の確保に努めました。特に京都会館で開催したガイダンスでは，初めて市長が出

席し，市政の課題や展望を受験者に直接語りかけました。 

 

 

第２節 採用選考及び昇任選考 

１ 採用選考 

「地方公務員法」によれば，本市職員の採用は，原則として競争試験によるものと

されていますが，当委員会が承認した場合には，選考による採用を行うことができま

す。 

平成２０年度の状況は，表１－３のとおりです。 

 

表１－３ 平成２０年度採用選考の状況（人） 

免許・資格職 
（医師等） 

技能・労務職 

（運転手等） 

特殊専門職 

（研究員） 

特別選考職 
（国からの採用等）

計 

  22 132 3 3 160

 

２ 昇任選考 

（１）昇任選考 

昇任とは，職員を現に在職する職より上位にある職に任命する場合をいいます。本

市においては，当委員会の定める昇任選考基準に該当する者のうち，市長等から申請

のあった者について当委員会が選考を行っており，平成２０年度の状況は，表１－４

のとおりです。 
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表１－４ 平成２０年度昇任選考の状況（人） 

昇任させる職 消防職以外の職 昇任させる職 消防職 

局長級 18 消防司監 0

部長級 40 消防正監 3

課長級 104 消防監 2

課長補佐級 108 消防司令長 21

係長級 189 消防司令 29

合 計 459 消防司令補 87

消防士長 62

合 計 204

 

 

（２）係長能力認定試験 

本市においては，能力ある職員の抜擢，有能な人材の早期発見及び早期育成，組織

の活性化の推進，職員各自の自己研鑽と能力開発の機会の提供等を目的として，昭和

６１年度から係長能力認定試験を実施しています。 

平成２０年度の状況については，表１－５のとおりです。 

 

表１－５ 平成２０年度係長能力認定試験実施状況 

 受験者数（人） 最終合格者数（人） 最終倍率（倍）

一般事務職 448(71) 74(12) 6.1 

一般技術職 160(9) 28(2) 5.7 

合  計 608(80) 102(14) 6.0 

（ ）は,女性で,内数 
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第２章 給与，勤務時間その他勤務条件に関する報告及び勧告の状況 

第 1節 給与に関する報告及び勧告 

１ 給与に関する報告及び勧告とは 

民間企業の従業員は，争議権などの労働基本権が保障されており，労使交渉等によっ

て賃金を決定することができますが，地方公務員は，地方公務員法により労働基本権が

制約されているため，その代償措置として人事委員会による給与勧告制度が設けられて

います。 
人事委員会は，地方公務員の給与について，地方公務員法に定める「情勢適応の原則」

や「均衡の原則」に基づき，その給与を民間給与や国家公務員の給与などに合わせるこ

とを基本とし，給与，勤務時間その他の勤務条件に関し必要な措置について議会及び長

に勧告することとされています。 

なお，給料表に関しては，毎年少なくとも一回，現行給料表が適当であるかどうかに

ついて報告するものとされています。その上で，給与を決定する諸条件の変化により，

給料表に定める給料額を増減することが適当であると認めるときは，併せて勧告するこ

ととなっています（別紙「給与勧告の仕組み」参照）。 

 

２ 平成２０年職員の給与に関する報告及び勧告の概要 

（１）勧告日 平成２０年９月１６日（火） 

 

（２）報告及び勧告の内容 

ア 本市職員の給与と民間給与との比較について 
（ア）月例給 

本市職員の給与は，民間給与を８３円，０．０２％下回っていました。 

 

表２－１ 平成２０年４月分における本市職員の給与と民間給与との較差 

   

 

 

 

               

（注）比較の対象とした者には，平成２０年度の新規採用者は含まれていません。 

 

（イ）特別給 

市内の民間事業所の特別給の支給月数は，４．４９月分でした。 

 

 

 

較   差 

職 種 
民間の給与 

(A) 

職員の給与 

(B) (A)-(B)=(C) 
(C)/(B)×

100 

行政職 (一 ) 

適 用 相 当 職 
413,415 円 413,332 円 83 円 0.02 ％ 
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表２－２ 市内民間事業所及び本市職員の特別給の支給月数 

         区  分 

項  目 
事務・技術等従業員 技能・労務等従業員

下半期  (A1) 375,234 円 301,336 円 平均所定内 

給 与 月 額  上半期  (A2) 375,827 307,626 

下半期  (B1) 871,271 631,686 特 別 給 の 

支 給 額 上半期  (B2) 821,748 657,030 

下半期(B1/A1) 2.32 月分 2.10 月分特 別 給 の 

支 給 月 数 上半期(B2/A2) 2.19 2.14 

年 間 の 平 均 4.49 月分 

本市職員の支給月数 4.50 月分 

（注）1 下半期とは平成１９年８月から平成２０年１月まで，上半期とは平 

    成２０年２月から７月までの期間をいいます。 

2 年間の平均は，特別給の支給月数を本市の職員構成に案分して求め 

     たものです。 

 

イ 給与の改定について 

月例給については，民間給与との較差が極めて小さいことから，給料表の改定等

を見送ることとしました。期末手当及び勤勉手当等についても，市内民間事業所に

おける支給状況との均衡及び平成２０年の人事院勧告を考慮すると，改定を求める

必要はないと判断しました。医療機関に勤務する医師については，人材の確保が困

難な状況であることから，平成２０年の人事院勧告を考慮して，初任給調整手当を

改定する必要があることを勧告しました。 

 

ウ 給与構造の見直しについて 

  職員の職務への意欲を喚起し，もって市民サービスの向上に資するという視点に

立った本市にふさわしい給与制度を構築するため，見直しの趣旨を実現する観点か

らの研究・検討を継続します。 

 

エ 公務運営の改善 

  主に次の点について報告しました。 
（ア）職員の健康保持に向けた取組 

・ 時間外勤務の縮減（管理監督職員が具体的な業務内容及び時間数を明示して

職務命令により時間外勤務を行わせることを徹底するとともに，職員の業務内

容及び進ちょく状況を的確に把握することが肝要，さらに必要に応じて本市全

体の取組として業務内容等を抜本的に見直すことも検討） 
・ 心の健康づくり（セルフケア，ラインによるケア及び庁内健康管理スタッフ

によるケアによる多角的，重層的な取組の実施） 
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（イ）人材育成と適材適所の人事配置のための人事評価制度（人事評価制度の対象拡

大，信頼性確保） 

（ウ）市政に対する市民の信頼回復（効果的かつ継続的な取組の実施） 

  （エ）その他（再任用職員，臨時的任用職員及び非常勤嘱託員に関する諸問題の検討） 

 

オ 給与勧告・報告制度の意義・役割 

労働基本権制約の代償措置としての給与勧告・報告制度の重要性に言及し，勧告 

の実施を要請しました。 
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注　<　>内の数値は，平成20年4月時点の状況である。

給　与　勧　告　の　仕　組　み

公務員（行政職，技術職）と民間の給与を比較

4月分給与
<対象者8,694人>

特別給の
支給状況

前年8月から
当年7月まで

職 種 別 民 間 給 与 実 態 調 査 京 都 市 職 員 給 与 等 実 態 調 査

民 間 給 与 の 調 査 京 都 市 職 員 給 与 の 調 査

市長，職員団体等の
要望・意見

 ・生計費
 ・国家公務員の給与
 ・他の地方公共団体
　 の職員の給与
・その他の事情

市　　　会

企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の
市内民間事業所を無作為抽出し，訪問して調
査を行う。
　 <調査対象549事業所中，147事業所を調査>

仕事の種類，役職段階，学歴及び年齢を同じく
するもの同士の給与を比較【ラスパイレス方式】

京都市職員の個人別給与を調査

対象：市長部局，市会事務局，各行政委
　　員会及び消防局に属する一般職の職
　　員で，当年4月1日に在職する者（新
　　規採用者等を除く。）

市　　　長
（勧告の取扱いを決定）

4月分給与
（行政職・技術職）
<対象者6,275人>

給与改定や
雇用調整等

の状況

条例提出

事業所別調査 従業員別調査

民間の特別給の
年間支給割合
との比較

給料表及び手当の改定内容を検討して決定

情勢適応の原則(民間準拠)

均　衡　の　原　則

人 事 委 員 会 勧 告

給 与 条 例 改 正
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第２節 給与等に関する調査 

１ 職種別民間給与実態調査 

職員の給与を検討するため，人事院及び全国の人事委員会が共同して，毎年４月現在

における民間給与の実態を調査するものです。業務内容が公務と類似する企業規模５０

人以上，かつ，事業所規模５０人以上の事業所が対象となっています。 

本市では，母集団事業所を企業規模，産業，本店・支店の別に１４層に分類し，これ

らの層から無作為抽出した１４７事業所を対象として実施しました。 

 

表２－３ 職種別民間給与実態調査の概要（平成２０年４月） 

母集団事業所 549 事業所 

標本事業所 147 事業所（うち調査完了 139 事業所） 

調査対象職種 78 職種 

調査実人員 8,694 人（うち事務・技術関係職種 7,584 人） 

調査職種該当者（母集団）推定数 49,021 人（うち事務・技術関係職種 34,543 人）

 

２ 職員給与等実態調査 

平成２０年４月現在の本市職員のうち，民間従業員の給与との比較を行った職員の給

与等の状況は，表２－４のとおりでした。 
 
  表２－４ 職員給与等実態調査の結果の概要（平成２０年４月） 

項   目 内    容 項      目 内    容 

人   員     6,275  人  平均勤続年数            19.2  年 

給 料        346,912  円  平均扶養親族数      1.0  人 

扶 養 手 当         10,429   男     69.2  ％ 

地 域 手 当    36,338   

男女別構

成比 女 30.8 

小 計        393,679 大学卒     61.4  ％ 

その他の手当         14,634   短大卒     11.7 

平均

給与 

月額 

合 計        408,313 高校卒     22.4 

 平 均 年 齢             42.2  歳 

学歴別構

成比 

中学卒      4.5 
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第３章 勤務条件に関する措置の要求の状況 

措置要求の制度は，職員から給与，勤務時間その他の勤務条件に関し，適切な措置を求

める要求があった場合に，人事委員会が必要な審査をしたうえで判定を行い，その結果に

基づき，人事委員会の権限に属する事項については自ら実行し，その他の事項については

権限を有する機関に対して必要な勧告を行うことにより事案の解決に当たるものです。 

この制度は，単に職員の勤務条件に関する不平不満の解消を図るというだけでなく，労

働基本権を制約されている職員が勤務条件の積極的な改善と適正化を求めることを保障す

るものであり，労働基本権制約の代償的機能を果たすものです。 

平成２０年度は，前年度から繰り越した要求１件を審理し，判定を行い，平成２１年度

に繰り越したものはありませんでした。 

 

表３－１ 平成２０年度判定一覧 

事案名 
判 定 

年月日 
要求内容 判定 

平成１９年第１号 

措置要求事案 

20.4.15 ①人事異動，②勤務時間についての

任命権者による適当な措置 

①を却下，②を棄却 

 

第４章 不利益処分に関する不服申立ての状況 

不利益処分についての不服申立制度は，職員から，懲戒処分やその意に反して降給，降

任，休職，免職などの不利益な処分を受けたとして審査の請求があった場合に，人事委員

会が原則として口頭審理を開催して審査を行い，審査の結果に基づき，その処分を承認し，

修正し，又は取り消す判定を行うものです。また，人事委員会は，必要がある場合に，市

長等にその職員の受けるべきであった給与その他の給付を回復するため必要かつ適切な措

置をさせるなど，その職員がその処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示

を行うことができます。 

平成２０年度は，新たに申立てのあった３件（３事案）と，前年度から繰り越した１２件

（４事案）の計１５件（７事案）を審理し，取下げのあったものを除き，１１件（４事案）

について判定を行い，平成２１年度に繰り越したものはありませんでした。 

 

表４－１ 平成２０年度判定一覧 

事案名 
判 定 

年月日 
処分者 処分理由等 原処分 判定 審理方法

昭和 54 年第 1号 

併合事案（8 件） 

21.2.24 市長 区長に対する業務

妨害 

1 件は懲戒免職，

7 件は停職 1 月 

棄却 口頭審理

平成 18 年第 2号 20.8.26 市長 酒気帯び運転等 懲戒免職 棄却 口頭審理

平成 20 年第 3号 21.3.16 市長 セクシュアルハラスメント 戒告 棄却 口頭審理

平成 20 年第 4号 21.3.16 市長 係長職に必要な適

格性の欠如 

降任 棄却 書面 
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(参考) 職員からの苦情相談の状況 

職員からの苦情相談制度は，職員から勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及

び相談があった場合に，人事委員会が申出人に対し助言等を行うほか，任命権者に対し指

導，あっせんその他の必要な措置を行うことにより，職員が意欲を持って，安心して職務

に専念できるようにし，公務能率の維持・向上を図るものです。 

平成２０年度の苦情相談の件数は１４件であり，その状況は以下のとおりです。 

 

表(参考)－１ 平成２０年度苦情相談の内容別件数(重複あり) 

内容区分 件数 

任用関係 7 

給与関係 1 

勤務時間等関係 3 

服務関係 1 

不利益処分 2 

執務環境 1 

厚生福祉関係 3 

セクハラ 0 

いじめ・人間関係 3 

その他 1 

計 22 

 

表(参考)－２ 平成２０年度苦情相談の処理区分(重複あり) 

処理区分 件数 

苦情相談制度説明 6 

事情聴取 0 

事情聴取し，説明・助言 2 

任命権者に伝達 6 

任命権者から事情聴取し，結果を相談者に連絡 2 

任命権者を指導し，改善結果を相談者に連絡 0 

あっせん 0 

打ち切り 0 

その他 0 

継続中 0 

計 16 

(平成 21 年 3 月 31 日現在) 

 



京都市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 

 

 

平成 17 年 3 月 25 日 

条例第 41 号 

  

(趣旨) 

第 1 条 この条例は，地方公務員法第 58 条の 2 の規定に基づき，人事行

政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。 

(人事行政の運営の状況の報告) 

第 2 条 任命権者は，毎年 8 月 31 日までに，市長に対し，職員(臨時的に

任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第 28 条の 5 第 1 項に規定

する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る

次に掲げる事項を報告しなければならない。 

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況 

(2) 職員の給与の状況 

(3) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

(4) 職員の分限及び懲戒の状況 

(5) 職員の服務の状況 

(6) 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

(7) 職員の福祉及び利益の保護の状況 

(8) その他市長が必要と認める事項 

(人事委員会の業務の状況の報告) 

第 3 条 人事委員会は，毎年 8 月 31 日までに，市長に対し，次に掲げる

事項を報告しなければならない。 

(1) 職員の競争試験及び選考の状況 

(2) 給与，勤務時間その他勤務条件に関する報告及び勧告の状況 

(3) 勤務条件に関する措置の要求の状況 

(4) 不利益処分に関する不服申立ての状況 

(人事行政の運営の状況の概要等の公表) 

第 4 条 市長は，前 2 条の規定による報告を受けたときは，毎年 10 月 31

日までに，第 2 条の規定による報告を取りまとめ，その概要及び前条の

規定による報告を公表しなければならない。 

2 前項の公表は，次に掲げる方法により行うものとする。 

(1) 市役所及び区役所の掲示場に掲示する方法 

(2) その他市長が定める方法 

(委任) 

第 5 条 この条例の施行に関し必要な事項は，市長が定める。 

附 則 

この条例は，平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 



京都市職員の倫理の保持に関する条例（抄） 

 

 

平成 12 年 3 月 30 日 

条例第 65 号 

(市議会への報告) 

第 13 条 市長は，毎年，市議会に職員の職務に係る倫理の保持に関する

状況及び職員の職務に係る倫理の保持に関して講じた施策について報

告しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

京都市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例（抄） 

 

 

平成 19 年 6 月 8 日 

条例第 3 号 

 (市会への報告及び公表) 

第 14 条 市長は，毎年，第 8 条の規定により実施機関等に提出された書

面に係る要望等の件数及びその概要，第 9 条第 1 項の規定により実施機

関等が講じた措置等について，市会に報告するとともに，公表するもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（行財政局人事部人事課） 


